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第１章 第２次飯田市教育振興基本計画について 

 

第１節 計画の位置付け 

    第２次飯田市教育振興基本計画は、平成 28（2016）年度に策定をしました。 

教育基本法第 17 条第２項の規定に基づく、飯田市の実情に応じた教育の振興のための施策

に関する基本的な計画です。 

飯田市の総合計画である「いいだ未来デザイン 2028」における、教育分野の個別計画とし

ても位置づけています。 

また、後期の取組からはこども基本法に基づく市町村こども計画である「飯田市こども若者

まんなかプラン」とも連携を図っていきます。 

 

第２節 計画の構成と計画期間 

第２次飯田市教育振興基本計画の計画期間は、平成 29（2017）年度から令和 10（2028）

年度までの 12年間です。これは、「いいだ未来デザイン 2028」の分野別計画としての位置づ

けを持つためです。「いいだ未来デザイン 2028」に合わせて、12年間の計画部分は、飯田市

の教育ビジョン、教育振興の６つの方針、取組の１２の柱（基本的な方向）を定めています。 

時代の変化や、制度の改正などに対応するため、１２年間の計画期間を前期、中期、後期の

４年間に分け、期ごとに、その時の課題に対応した重点目標とアクションプログラム（具体的

な取組）を定めることとしました。 

 

第３節 後期の取組策定の趣旨 

第１節及び第２節を踏まえ、後期（４年間）の重点目標及びアクションプログラムを策定す

るものです。 

計画期間を図に示すと以下のとおりとなります。 

飯田市の教育ビジョン、教育振興の６つの方針、取組の１２の柱 

（令和 10（2028）年を見据えた 12年間の計画） 

前期（４年間） 中期（４年間） 後期（４年間） 

 
平成29（2017）年～ 

令和2（2020）年 
 

重点目標 
アクションプログラム 

 
令和３（2021）年～ 

令和6（2024）年 
 

重点目標 
アクションプログラム 

 
令和7（2025）年～ 

令和10（2028）年 
 

重点目標 
アクションプログラム 

 

中期４年間の振り返りを行い（資料参照）、また昨今の教育を取り巻く環境の変化を考慮して

後期４年間の取組を策定しました。 
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 ※参考 関連する計画等の体系図 
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第２章 飯田市の教育ビジョン・教育振興方針・取組の柱 

 

第１節 飯田市の教育ビジョン 

 

飯田市では、結いとムトスの心が息づき、人と人とのつながりが強く、自主自立の精神によ

るコミュニティ活動が活発に展開されています。また、今日の公民館活動に代表されるような

豊かな学びの土壌が、時代を超えて引き継がれてきています。このような地域の包容力や懐の

深さが地育力を生み出し、飯田市の教育における大きな強みとなっています。 

第２次飯田市教育振興基本計画においては、この飯田の強みをさらに伸ばすとともに、最大

限に生かし、飯田で学び、飯田で育ち、飯田に暮らすことが自信と誇りになるよう、飯田らし

い愛情あふれる教育・学習環境をつくることを、目指しています。 

こうした基本認識から、第 2次教育振興基本計画では、第１次計画の目指す姿である「地育

力による こころ豊かな人づくり」の理念を継承し、同時に、変化の激しいこれからの時代に

向かって、グローバル（地球規模的）な視野と感性、ふるさと飯田への誇りと愛着をもって、

自らの力で未来を切り拓いていける力を育むことを加え、教育ビジョンを次のように掲げまし

た。 

 

＜飯田市の教育ビジョン＞                                

地育力による 未来をひらく 心豊かな人づくり  
 

一人ひとりが身近な問いや願いをもとに、地域資源を生かしながら学び合

い、好きや得意を見つけて行動し、共感の輪を広げ、地域を愛する心豊かな人

づくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※このイメージ図は、考え方の骨格をまとめたものです。 

今後、皆様のご意見も踏まえ、改めてまとめ直します。 
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第２節 教育振興の６つの方針 

 

  飯田市の教育ビジョンを実現するための振興策を進めるにあたっての基本的な方針を、以下

のとおりとしています。 

 

１ 「地育力」※１により「ムトスの心」※2と「結いの心」※3を育みます 

飯田市の教育は、これまでの歩みとこれからの時代を見据え、学校教育と社会教育の連携・

融合（大人の学びとこどもの育ちをつなげる教育活動）により、こどもから成人までの市民が、

「地育力」に支えられた学び合いによって、「ムトスの心」と「結いの心」を育み、心豊かに主

体的に生き抜く力を発揮することを目指します。 

 

２ 多様な主体が協働し飯田の未来を担うこどもたちの「生きる力」を育みます 

未来の主役となるこどもたちが、高速交通網の大交流時代を迎えるにあたって、確かな学力・

基礎的体力・自己肯定感・課題解決の力を備え、グローバルな視野とふるさとへの慈しみを合

わせ持ち、飯田に心根をおいて地球規模で交流・活躍・貢献しながら生き抜く力を獲得するた

めの教育を、学校、家庭、地域、行政の協働で進めます。 

 

３ 「私の学び」と「私たちの学び合い」を高め、魅力ある人・地域づくりを進めます 

市民一人ひとりが自分らしく生きる自己実現のための学習や交流を支援するとともに、課題

意識や関心事などをテーマとした共同学習の場づくりと実践活動への支援を行い、住民自治の

担い手の発掘・育成と、地域における自治力の向上を図ります。 

 

４ 「市民主役」の文化・スポーツ活動を、より活発に展開します 

市民が主人公となり、心豊かに健康に生きることを目指し文化・スポーツの活発な活動を支

援するとともに、市民、事業者等と協働する飯田ならではの取組を推進します。 

 

５ 「伊那谷の自然と文化」※４を学びと地域づくりに生かし継承します 

市民のふるさと意識の源であり、飯田の個性と魅力の基となる「伊那谷の自然と文化」につ

いて、市民研究団体や多様な地域組織との協働を基軸として、地域外につながる研究ネットワ

ークを構築し、調査研究、教育普及、研究人材の育成を進めるとともに、ふるさとを学ぶ教材

や地域を輝かせる資源として活用し後世に継承します。 

 

６ 行政の「総合力」を発揮して市民とともに教育事業を進めます 

飯田市の教育行政では、学校や社会教育機関の自主性を大切にしながら、教育実践と市民の

学びをサポートしています。部門や部署間の連携を図り、全市的な視点で教育振興策を進めま

す。また、学習、文化、スポーツの活動においては、市民や事業者と協力し、市民の要望に応え

るプログラムや、飯田の特徴や資源を生かした取り組みを計画・実施します。 
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第３節 取組の 12の柱 

   

  飯田市の教育ビジョンの実現を目指し、教育振興方針に基づき、12年間の計画期間を通して

進めていく振興策の取組の柱（取組の方向性）を、「12の柱」として、以下に示します。 

 

１ 発達・成長の土台をつくる 

こどもたちが、心身共に健やかに成長し、個性や可能性を伸ばす土台となる基礎的な学力・

体力の向上を図ります。 

 

２ グローバル時代を生きる力を育む 

社会変化が激しくなる時代の中で、ムトスの学び※５やみらい創造教育※６を通して、こどもた

ちが自らの力で未来を切り拓いていける力を育みます。 

 

３ ふるさと飯田への愛着を育む 

みらい創造教育を通して、地域の資源や人と関わり、こどもたちのふるさと飯田への誇りと

愛着を育みます。 

 

４ 豊かな心を育てる 

こどもたちが自己肯定感を抱き、人権意識を高め、他者をいたわり共に生きていけるよう、

豊かな心を育みます。 

 

５ 学びの環境を保障する 

経済的な理由や家庭環境により、こどもたちの学習機会が制約されることのないよう支援し

ます。 

 

６ 地域ぐるみでこどもを育てる 

学校、家庭、地域のそれぞれがこどもの教育における役割を果たすとともに、互いに連携・

協力して地域ぐるみでこどもを育てる環境づくりを進めます。 

 

７ 生涯学び続けられる環境をつくる 

市民の様々なライフステージや多様なニーズに応じた学習や交流の機会を提供し、生涯にわ

たって学び続けることができる学習環境を整備します。 

 

８ 地域づくりの担い手を育む 

「ムトス」と「結い」の心をもって、市民自らがわくわくするような地域づくりが、将来に

わたり続けられていくように市民の学びをサポートし、地育力を担う人材を発掘・育成してい

きます。 
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９ 文化力を高め心豊かな市民生活を実現する 

心豊かな市民生活の実現を目指し、市民自ら主体的に取り組む文化芸術活動を支援するとと

もに、多様な文化芸術に触れる機会を提供します。 

 

10 スポーツにより人と地域が輝く社会（まち）づくりを進める  

生涯スポーツ・コミュニティスポーツ・競技スポーツの推進を通じて「人と地域が輝く社会

（まち）飯田」注１をつくります。 （注１：飯田市スポーツ推進計画の基本理念） 

 

11 「伊那谷の自然と文化」の学究・普及・継承・活用を推進する 

独自で、多様で、奥深い「伊那谷の自然と文化」をテーマに、市民研究団体等と協働して学

術研究、教育普及、保存継承活動を進めるとともに、地域づくりや、魅力ある生活文化の創

造・発信につなげる取組を推進します。 

 

12 教育関連施設のマネジメントを進める 

将来にわたり学びの環境を整えていくために、飯田市公共施設等総合管理計画※７及び飯田市

公共施設マネジメント基本方針※８基づき、教育関連施設の将来方針を明らかにし、実施可能な

施設から具体的な取組を進めます。 
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用語解説 

 

※１【地育力
ちいくりょく

】  ～ふるさとに自信と誇りを持つ人を育む力～ 

・「地育力」とは、飯田の資源を生かして、飯田の価値と独自性に自信と誇りを持つ人を育む力であり、

地域の多様な資源を地域の人材に触れながら体験的に学ぶ過程において発揮・活用される。 

・飯田市では、とりわけ、次代を担うこどもたちが、就学や視野を拡
ひろ

げるために一旦
いったん

は地域を離れても、

やがて飯田に戻り子育てを行い、地域づくりの担い手となる「人材サイクルの構築」に向けて、「地育

力」に触れる学びを通して「飯田に住みたい」あるいは「飯田に帰ってきたい」と考える心を育むこと

を重視してきた。 

・「地育力」は、飯田市独自の造語であり、平成 19（2007）年度から 28（2016）年度を期間に飯田

市教育委員会が策定した「地育力向上連携システム推進計画」において定義した。この計画では、人材

サイクルの構築をめざし、飯田の将来を担うこどもたちを重点対象に、キャリア教育、体験活動、ふる

さと学習、地育力のもととなる研究機関ネットワークの構築を重点ポイントに設定し取組を推進してき

た。 

・第１次飯田市教育振興基本計画では、「地育力による こころ豊かな人づくり」を教育の目指す姿として 

きた。 

 

※２【ムトスの心】 ～地域のために自ら進んで行動する意欲～ 

・「ムトス」とは、広辞苑の最末のほうにある「んとす」を引用したもので、「‥しようとする」という意

味が込められ、行動への意思や意欲を表す言葉である。飯田市では、「ムトス」を地域づくりの合言葉

として、市民一人ひとりの心の中にある「愛する地域を想
おも

い、自分自身ができることからやってみよう」

とする自発的な意欲と具体的な行動による市民主体の地域づくりをめざしている。 

・昭和 57（1982）年度に飯田市が策定した「10 万都市構想」で、理想とする都市像の実現に向けた

行動理念として「ムトス」が初めて使用され、平成 19（2007）年 4 月 1 日より施行の「飯田市自治

基本条例」においても、まちづくりに進んで参加するムトスの精神が謳
うた

われている。 

・飯田市教育委員会では、平成 2（1990）年度に「ムトス飯田学習交流都市構想」を策定し、まち全体

を学習交流の舞台として捉え、「地域交流の促進」「専門交流の促進」「交流の場と情報の提供」を３つ

の柱として日常的に市民が交流し学習活動を活発に進めていくことが、まちづくりの原動力であるとし

た。 

 

※３【結いの心】 ～暮らしやすい地域をつくるために互いに助け合う心～ 

・飯田の語源は「結いの田」とも言われ、また、伝統産業である水引を世に知らしめたのは元結
もっとい

である。 

・結いとは、田植えや稲刈りなどの農事において労力を交換し合ったり、暮らしやすい環境を維持してい

くために共同作業や、そのための相互扶助組織のことをさす。 

・「結いの心」は、地域社会や集団生活において、他者のために、自らができること実践するとともに、

自らも他者からの支えを受けて互いに助け合う相互扶助の心である。 

 

※４【伊那谷の自然と文化】 ～独自で 多様で 奥深い地域アイデンティティーの源～ 

・「伊那谷の自然と文化」の言葉は、昭和 53（1978）年度に発刊された定住構想推進事業の「飯伊地域

における文化の振興に関する調査報告書」のタイトルとして用いられ、同時期に策定作業が進められた

飯田市美術博物館の開館に向けた基本構想にも引き継がれた。飯田市美術博物館は、伊那谷全域に広が

る「伊那谷まるごと博物館」の玄関口として、「伊那谷の自然と文化」を基本テーマに、美術、自然科

学、人文科学に関する資料の調査・収集・保管・展示により市民の教養向上に資する事業を行う社会教

育施設として設置された。 

・飯田市教育委員会では、平成２５（2013）年度に「伊那谷の自然と文化をテーマにした飯田市教育委

員会における取組方針」を策定したが、この中では、「伊那谷の自然と文化」は、独自で、多様で、それ

ぞれが奥深い特徴を有し、市民のふるさと意識の源であり、飯田の魅力を形づくるもととなっているこ

とについての基本認識を示した。また、地域変貌が予想される時代にあって、社会教育機関を中心とす

る相互連携と、伊那谷学を推進する市民研究団体が組織する伊那谷研究団体協議会等との協働により、

学術研究、教育普及、保存継承、活用創造の取組を、共通重点課題を据えながら、これまで以上に進め

る方針を示した。 
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※5【ムトスの学び】 

・市民一人ひとりの問いや願いを起点とし、体験や人とのつながりにより、探究的に学びを深めていく学

習のこと。 

・ムトスの学びによって、一人ひとりの好きや得意を見つけることができ、その学びが地域の様々な場面

で展開され、輝きやうるおいのある地域社会の形成に寄与することを目指す。 

 

※6【みらい創造教育】 ～ 飯田のキャリア教育 ～ 

・幼児期から高等教育期まで、発達段階に応じて地育力を活用したふるさと学習や体験的な学びを軸とし

て、ふるさとに誇りや愛着を感じ、人とつながり、自らの生き方を主体的に切りひらく力を育む教育。 

 

※７【飯田市公共施設等総合管理計画】 

・総務省から全国の自治体になされた要請に基づき、飯田市が保有する全ての公共施設等（建物施設、イ

ンフラ施設、病院施設に区分）を対象に、施設等の現状を把握し、施設毎の個別計画を策定し、更新・

統廃合・長寿命化などについて計画的な取組を進めていくための計画。 

・平成 28（2016）年度から令和 7（2025） 年度までの 10 年間を計画期間とし、個別施設計画の

状況等必要に応じて適宜見直しを行う。 

・本計画の策定により個別施設計画による施設の改修、更新等に、国の交付金や起債（交付税措置）等の

新たな財源確保に取り組むことができる。 

 

※8【飯田市公共施設マネジメント基本方針】 

・飯田市の多くの公共施設が昭和 ４０ 年代後半から平成の初めにかけて建設されており、老朽化に伴う

更新・改修コストの増加が避けられない状況となっている。一方、飯田市の財政は厳しさを増しており、

全ての建物の更新は困難になっている。 

・本方針は、飯田市所有の全建物を対象に、「暮らしやすい地域づくりの推進」、「より良い市民サービス

の提供」、「財政負担の軽減」を施設管理の基本原則に、「適正な維持管理による公共施設の長寿命化の

推進」、「施設の集約化・多機能化等の推進」、「施設の廃止・売却の推進」、「民間活力の導入」、「新施設

の考え方」の５つの基本方針に基づきマネジメントしていく考え方を示したもので、平成 27（2015）

年度に策定された。 

・各施設の具体的なマネジメントについては、目的別に関係する利用者・組織等により検討する目的別検

討会議と、関係する地域住民等により検討する地域別検討会議を設けて検討・推進する。 
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第３章 後期４年間の取組 

 

飯田市の教育ビジョンと、教育振興の６つの方針、さらには、取組の１２の柱、中期４年間の

振り返り等から、令和 7（2025）年度から令和 10（2028）年度までの後期４年間に、重点的

かつ組織横断的に取り組む 2つの「重点目標」を以下のようにしました。 

 

第１節 後期に取り組む重点目標の考え方 

 

＜重点目標１＞ 

「ムトスの学び」を実践し、豊かな心とこれからを生きる力を育む 

学習指導要領では、一人ひとりの児童生徒が、自分のよさや可能性を認識するとともに、

あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変

化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるよう、

その資質・能力を育成することが求められています。そして、令和３（2021）年に中央教

育審議会が取りまとめた答申では、目指すべき新しい時代の学校教育の姿として「全ての

児童生徒の可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現」が提言されてい

ます。これらを受けて、重点目標１に２つの分野を設け、相互に連動させながら取組を進

めます。 

１-１ 

一人ひとりが主体的に学ぶ、「児童生徒」が主語になる学びを進める 

全ての児童生徒の可能性を引き出す、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体

的な充実を、個に応じた指導の充実や ICT の活用、地域社会での体験機会の充実など

により進め、「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善につなげます。特に、

地域の人や物を題材に「生き方を学ぶ教育」としての特別な教科を設け、そこから児童

生徒が自らの問いや願いを持って進める探究的な学びを支えながら、誰もが自分のよさ

や可能性を感じるとともに他者と協働して楽しみながら学びを深める取組を進めます。 

１-２ 

多様性を包み込み、誰もが安心して学べる環境をつくる 

児童生徒一人ひとりが互いの個性を認め合い、安心して学んだり自分の力を出したり

できるような教育環境を整えます。児童生徒にとって居心地のよい学びの環境が、多様

な主体との連携のもと、学校をはじめ様々なところでつくられることを目指します。 
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＜重点目標２＞ 

豊かな学びの場を生かして、みんなで学んだり交流したりすることで、 

「私にとっての幸せ」に気づき、輝きやうるおいのある地域をつくる人を育む 

新型コロナウイルス感染症により学習交流活動は大きな影響を受け、市民意識も大きく

変化しました。このことに代表されるように将来の予測が困難な時代においては、心や生

活に輝きやうるおいがある社会の実現を進めていくことが大切であり、そのためには市民

一人ひとりが自分にとっての幸せに気付けるように、地域では多様な学習交流活動が展開

され、市民はこれらに主体的に参加し学びを深めていく学びの循環を構築していくことが

求められます。これらを受けて、重点目標２に２つの分野を設けて、相互に連携させなが

ら取組を進めます。 

2-1 

「地育力」により、自治を担い、地域を支え、可能性を広げられる人材を育む 

「伊那谷の自然と文化」をはじめとする地域の価値や魅力に触れる研究活動や、公民

館などで行われる住民の主体的、対話的な学び合いを支援し、地育力により地域を支え、

可能性を広げられる人材の育成を進めます。 

2-２ 

文化芸術や市民スポーツを振興し、人と地域の輝きやうるおいをつくる 

仲間と共に文化芸術活動に取り組んだり、スポーツで体を動かしたりすることで、地

域が輝き、一人ひとりの心や生活にゆとりやうるおいがうまれるように取り組みます。 
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第２節 ２つの重点目標 

 

＜重点目標１＞ 

「ムトスの学び」を実践し、豊かな心とこれからを生きる力を育む 

【進捗状況確認指標または重要業績評価指標（KPI）】 

項目 
現状 

(令和５(2023)) 

目標 

(令和 10(2028)) 

課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組

んでいる児童生徒の割合 

小学校 80.0％ 

中学校 81.6％ 
現状値以上 

友達との話し合いを通じて、自分の考えを深めた

り、広げたりできている児童生徒の割合 

小学校 81.3％ 

中学校 78.6％ 
現状値以上 

＊主体的・対話的で深い学びに取り組んでいると感じている児童生徒の状況を把握します 

授業が自分にあった教え方、教材、学習時間などに

なっていると感じている児童生徒の割合 

小学校 87.1％ 

中学校 81.7% 
現状値以上 

友達や周りの人の考えを大切にして、お互いに協力

しながら課題の解決に取り組んでいる児童生徒の割

合 

(令和 6(2024)) 

小学校 93.5% 

中学校 91.7％ 

現状値以上 

＊個別最適な学びや協働的な学びが充実していると感じている児童生徒の状況を把握します 

学校に行くのが楽しいと思っている児童生徒の割合 
小学校 83.4％ 

中学校 79.5％ 
現状値以上 

 

自分にはよいところがあると思っている児童生徒の

割合 

小学校 84.8％ 

中学校 77.9％ 
現状値以上 

 

将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合 
小学校 81.5％ 

中学校 63.4％ 
現状値以上 

 

不登校傾向のある児童生徒の居場所や学びの場とな

っている施設等の数 
2７ヶ所 36ヶ所 

 

農産物地域相互認証制度の認証を受けた野菜の使用

率 
－ 10.0％ 

＊令和 5(2023)に創設された認証制度で今後認証農家が増える見込み。学校給食へ積極的に取り入れます。 

おもしろいと思える本に出会えた児童・生徒の割合 

(令和 6(2024)) 

小学６年生 新規 

中学３年生 新規 

令和 6 の割合が分

かり次第目標値を

設定します。 

 

【アクションプログラム】 

■ムトスの学びの推進 

実際の体験や人との出会いをもとにして、児童生徒の「なぜ？」「どうして？」という「私

の問い」と、「～したい」、「～になりたい」という「私の願い」を生み出し、そこから児童

生徒が主体的に学びに向かう状態（ムトスの学び）をつくり出していくことを目指します。 

そして、他者に自分の考えを伝え、同時に人の考えも知ることを通して、自分の考えをよ
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り良いものに高める学びの循環をつくり出します。また、これらの教育活動を行うにあたっ

てＩＣＴの活用を推進します。 

事務事業名 主管課 
いいだ未来デザイン

との関連 

小中一貫教育推進事業 学校教育課 基本目標３ 

人間関係づくり支援事業 学校教育課 基本目標３ 

学力保障・学力向上推進事業 学校教育課 基本目標３ 

学習におけるＩＣＴ活用推進事業 学校教育課 基本目標３ 

情報モラル教育推進事業 学校教育課  

外国語教育推進事業 学校教育課  

 

■学校の新たな枠組みとしての飯田学園構想の推進 

「飯田市立小中学校の今後のあり方に関する方針～第１次～」に基づき、各中学校区内の

小中学校を小中一貫教育を進める「学園」として、義務教育９年間の学びの系統性と連続性

を高めます。地域や家庭も各学園における児童生徒の学びを支え、地域とのつながりを生か

した特設教科として「みらい創造科(仮称)」を新設します。 

また、引き続き「飯田市これからの学校のあり方審議会」にて調査・審議を進め、第２次、

第３次以降の方針の策定を進めます。 

事務事業名 主管課 
いいだ未来デザイン

との関連 

小中一貫教育推進事業 学校教育課 基本目標３ 

小中学校キャリア教育推進事業 学校教育課 基本目標１，３ 

飯田コミュニティスクール推進事業 公民館 基本目標３ 

地育力向上連携推進事業 生涯学習・スポーツ課 基本目標１，３ 

 

■温かな人間関係づくりと誰ひとり取り残さない教育や支援 

多様性を認め合える温かな人間関係づくりと、誰ひとり取り残さない、個々の児童生徒に

寄り添った教育や支援を推進します。 

事務事業名 主管課 
いいだ未来デザイン

との関連 

人間関係づくり支援事業 学校教育課 基本目標３ 

特別支援教育支援事業 学校教育課 基本目標３ 

就学援助等事業 学校教育課 基本目標３ 

奨学金貸与事業 学校教育課 基本目標３ 

 

■飯田コミュニティスクールを生かした地域、学校、家庭での教育の推進 

飯田コミュニティスクールを生かし、地域、学校、家庭がそれぞれ当事者意識を持って協

働し、地域ぐるみで子どもを育てる環境づくりを進めます。 
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事務事業名 主管課 
いいだ未来デザイン

との関連 

地育力向上連携推進事業 生涯学習・スポーツ課 基本目標 1，３ 

飯田コミュニティスクール推進事業 公民館 基本目標３ 

小中学校キャリア教育推進事業 学校教育課 基本目標１，３ 

 

■食育の推進 

学校給食の地産地消、有機食材の活用と、献立に地域の旬の食材や郷土食、行事食を取り

入れる工夫に努めながら、学校給食を活用した食育に取り組みます。また、安全安心な学校

給食の提供を継続するため、老朽化した調理場施設の移転新設も含め、施設の整備を進めま

す。 

事務事業名 主管課 
いいだ未来デザイン

との関連 

学校給食運営事業 学校教育課 基本目標３ 

学校給食施設維持管理事業 学校教育課  

 

■こどもの読書活動の推進 

こどもの発達段階に応じて、本を読むことや知識を得ることが楽しいと感じられる機会

を充実させ、自発的に読む意欲を育みます。 

事務事業名 主管課 
いいだ未来デザイン

との関連 

こども読書活動推進事業 中央図書館 基本目標３ 

学校教育振興事業 学校教育課 基本目標３ 

 

■児童の放課後の居場所づくり 

保護者が労働等により昼間家庭にいない児童の居場所づくりとして、放課後児童健全育

成事業を実施します。 

小学校の余裕教室等を活用して、地域が行う児童の放課後の居場所づくりとなる活動を

支援します。 

事務事業名 主管課 
いいだ未来デザイン

との関連 

児童館・児童センター・児童クラブ運営事業 学校教育課 基本目標３ 

放課後子ども教室設置運営事業 学校教育課 基本目標３ 

 

■防犯・通学路の安全対策・環境整備・気候変動対応 

通学路安全対策や気候変動に適応した環境整備を、関係部署等と連携して進め、児童生徒

が安全安心に学校生活を送ることができるよう取り組むとともに、校務支援システムの活

用と公会計化等の導入により、環境整備を進めます。 

事務事業名 主管課 
いいだ未来デザイン

との関連 

学校教育振興事業 学校教育課 基本目標３ 
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学校保健事業 学校教育課 基本目標３ 

小学校施設改修事業 生涯学習・スポーツ課 基本目標 1，３ 

中学校施設改修事業 生涯学習・スポーツ課 基本目標 1，３ 

 

＜重点目標２＞ 

豊かな学びの場を生かして、みんなで学んだり交流したりすることで、 

「私にとっての幸せ」に気づき、輝きやうるおいのある地域をつくる人を育む 

【進捗状況確認指標または重要業績評価指標（KPI）】 

項目 
現状 

(令和５(2023)) 

目標 

(令和 10(2028)) 

住んでいる地区や飯田市の自然、歴史、文化等に誇

りや愛着がある人の割合 
75.4% 現状値以上 

 

【小中学校】 

地域や社会を良くするために何かしてみたいと思う

児童生徒の割合 
 
【高校】 

地域（社会）をよりよくするために、地域課題の解

決に関わりたいと思う生徒の割合 

小学校 80.9% 

（長野県 81.2％） 

（国 76.8％） 

中学校 70.8% 

（長野県 68.8％） 

（国 63.9％） 

高校 62.2％ 

現状値以上 

 

【小中学校】 

人の役にたつ人間になりたいと思う児童生徒の割合 
 
【高校】 

地域（社会）と自分のつながりや関係を意識しなが

ら、自分の将来について考えることがある生徒の割

合 

小学校 96.1% 

（長野県 96.2％） 

（国 95.9％） 

中学校 95.6% 

（長野県 94.5％） 

（国 94.6％） 

高校 54.3％ 

【小中学校】 

現状維持 

 

【高校】 

現状値以上 

 

地域資源（指定文化財等）の活用件数 54 現状値以上  

＊指定文化財数の４分の１以上の活用を目指します。 

霜月祭（神楽）・伝統人形芝居の祭での上演数 10 現状維持 

＊地域の文化を絶やさず継承していくために、現状維持を目指します。 

文化活動（芸術の鑑賞など）を年１回以上行ってい

る人の割合 
59.1% 65.0% 

 

週１回以上スポーツに親しむ成人の割合 
53.9% 

（長野県 61.2％） 
長野県値以上 

＊長野県政アンケート調査を参考値として、運動やスポーツを日常的に習慣化できる人の割合を市民意識調査

により把握し、その数値が長野県の数値を超えることを目指します。 

運動・スポーツをする以外に、観たり、大会運営に

関わっている人の割合 
54.4％ 現状維持 
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児童生徒の体力・運動能力調査における総合評価の

低い群（D・E）の割合 

32.9% 

（長野県 28.1%） 
長野県値以下 

＊児童生徒（小学校５年生と中学校２年生）の体力・運動能力の平均値を把握し、長野県値以下とすることを

目指します。 

 

【アクションプログラム】 

■住民の主体的、対話的な学び合いの支援 

ふるさとに誇りや愛着を持ちながら、幸せや心の豊かさを感じられる地域をつくりその

担い手を育むため、地域の自然、歴史、文化など地域の価値や魅力に触れる研究活動や、住

民の願いや関心事に応える学習活動、住民同士がつながり触れ合う交流活動など、話し合い

を通して主体的に学び合えるよう支援します。 

事務事業名 主管課 
いいだ未来デザイン

との関連 

美術博物館教育普及・活動支援事業 美術博物館  

歴史研究所事業 歴史研究所 基本目標 1 

多様な学習交流支援事業 公民館 基本目標 1，２，３ 

高校生等次世代育成事業 公民館 基本目標 1，３ 

図書館事業 中央図書館 基本目標 1 

図書購入・提供事業 中央図書館  

平和学習・人権教育推進事業 生涯学習・スポーツ課  

 

■地育力を活用したこどもの生きる力を育む学習の展開 

幼児期から高等教育期までのこどもが、ムトスの学びをもとにして、飯田コミュニティス

クールとも連携しながら、ふるさとに誇りや愛着を感じ、人とつながり、自らの生き方を主

体的に切りひらく力を育むとともに、未来の地域を支える担い手となるよう取り組みます。 

事務事業名 主管課 
いいだ未来デザイン

との関連 

小中学校キャリア教育推進事業 学校教育課 基本目標 1，３ 

飯田コミュニティスクール推進事業 公民館 基本目標３ 

乳幼児親子学習交流支援事業 公民館 基本目標３ 

地育力向上連携推進事業 生涯学習・スポーツ課 基本目標 1，３ 

高校生等次世代育成事業 公民館 基本目標 1，３ 

 

■飯田の価値と魅力の発信 

「伊那谷の自然と文化」の価値と魅力を明らかにし、市民に発信し、次世代に繋げる学び

に役立てます。 

事務事業名 主管課 
いいだ未来デザイン

との関連 

美術博物館資料調査研究・収集保管事業 美術博物館  
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美術博物館教育普及・活動支援事業 美術博物館  

美術博物館展示公開事業 美術博物館 基本目標 1 

美術博物館プラネタリウム運営事業 美術博物館  

歴史研究所事業 歴史研究所 基本目標 1 

地育力向上連携推進事業 生涯学習・スポーツ課 基本目標 1，３ 

多様な学習交流支援事業 公民館 基本目標 1，２，３ 

図書館事業 中央図書館 基本目標 1 

文化財保護事業 文化財保護活用課  

 

■伝統文化、文化財の保存・継承・活用の推進 

民俗芸能などの伝統文化や恒川官衙遺跡、飯田古墳群、名勝天龍峡などの地域資産を地域

の宝として守り、学習活動、交流、観光に活用します。 

守り伝えたい地域の文化、景観を住民とともに考え、保存・伝承・活用のための活動の支

援を行います。 

事務事業名 主管課 
いいだ未来デザイン

との関連 

美術博物館展示公開事業 美術博物館 基本目標 1 

美術博物館資料調査研究・収集保管事業 美術博物館  

文化財保護事業 文化財保護活用課  

多様な学習交流支援事業 公民館 基本目標 1，２，３ 

人形劇のまちづくり事業 文化会館 基本目標 1 

飯田古墳群保存活用事業 文化財保護活用課 基本目標 1 

恒川遺跡群保存活用事業 文化財保護活用課 基本目標 1 

埋蔵文化財調査事業 文化財保護活用課  

上村山村文化資源保存伝習施設管理運営事業 美術博物館  

南信濃民芸等関係施設管理運営事業 美術博物館  

美術博物館教育普及・活動支援事業 美術博物館  

 

■文化芸術の鑑賞や市民の主体的な文化芸術活動の展開を支援 

菱田春草をはじめ、地域ゆかりの芸術に触れる機会の充実を進め、住民の芸術創造活動を

支援します。 

人形劇の公演・創造活動を楽しみ、その魅力を発信するとともに、人形劇フェスタ５０周

年に向けて今後のあり方を検討します。 

オーケストラと友に音楽祭、伊那谷文化芸術祭など市民が舞台芸術を鑑賞し、また市民自

らが取り組む舞台芸術の創造活動を支援します。 
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事務事業名 主管課 
いいだ未来デザイン

との関連 

美術博物館展示公開事業 美術博物館 基本目標 1 

文化会館文化芸術事業 文化会館 基本目標 1 

人形劇のまちづくり事業 文化会館 基本目標 1 

竹田人形館管理運営事業 文化会館  

川本人形美術館管理運営事業 文化会館  

多様な学習交流支援事業 公民館 基本目標 1，２，３ 

 

■新たな文化芸術活動の拠点づくり 

飯田市の文化芸術活動の拠点施設としての新文化会館の建替に向けた検討を進めます。 

事務事業名 主管課 
いいだ未来デザイン

との関連 

文化施設整備事業 新文化会館整備室 基本目標 1 

 

■生涯スポーツの推進 

生涯スポーツにつながる運動好きのこどもを育む取組を進めるとともに、市民の様々な

スポーツ活動を支援し、スポーツや運動習慣の定着とスポーツを通じたコミュニティづく

りを進めます。 

事務事業名 主管課 
いいだ未来デザイン

との関連 

市民スポーツ推進事業 生涯学習・スポーツ課 基本目標 1 

 

■競技スポーツの振興 

各競技団体の運営支援や指導者の育成、市民が一流のプレーに触れる機会などを通じて、

競技スポーツの関心を高めるとともに、競技人口の拡大を目指します。 

事務事業名 主管課 
いいだ未来デザイン

との関連 

競技スポーツ振興支援事業 生涯学習・スポーツ課 基本目標 1 

2028長野国スポ開催準備事業 生涯学習・スポーツ課 基本目標 1 

 

■中学生期の文化・スポーツ活動の充実と地域の文化・スポーツ環境の整備 

学校部活動の地域クラブ活動への移行を進め、中学生の地域での活動の場を充実させま

す。また、地域における指導者の確保と育成を図り、持続可能な活動を支える体制を整備し

ます。 

事務事業名 主管課 
いいだ未来デザイン

との関連 

文化・スポーツ活動の体制整備事業 生涯学習・スポーツ課 基本目標３ 

学校管理運営事業 学校教育課  
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■社会教育施設、スポーツ施設の整備、サービス向上 

誰もが安全で快適に利用できる社会教育施設、スポーツ施設の整備やサービスを向上さ

せます。 

各社会教育施設の収蔵資料に適応した収蔵場所の確保について検討を進めます。 

社会教育施設、スポーツ施設の持続可能な施設運営の観点から、市民負担のあり方を検討

し、必要に応じて見直しを進めます。 

事務事業名 主管課 
いいだ未来デザイン

との関連 

文化財保護事業 文化財保護活用課  

公民館維持管理事業 公民館  

公民館改修事業 公民館  

文化会館等管理運営事業 文化会館  

図書館管理運営事業 中央図書館  

美術博物館管理事業 美術博物館  

美術博物館資料調査研究・収集保管事業 美術博物館  

歴史研究所管理事業 歴史研究所  

歴史研究所事業 歴史研究所 基本目標 1 

体育施設等維持管理・整備事業 生涯学習・スポーツ課 基本目標 1 
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第２次教育振興基本計画中期の取組の振り返り 

 

  

資 料 



教育振興基本計画 中期の取組［令和３年度～令和５年度］の振り返り 

重点目標１ 

 

１ ねらい 
 

・重点目標１は、「“結いの心”に根ざす教育を実践し、豊かな心とリニア時代を生きる力を育む」をテ

ーマとして、小中連携・一貫教育、飯田コミュニティスクール等の取組を進め、お互いを認め合える

人間関係づくりおこなうとともに、個に寄り添った誰ひとり取り残さない教育や支援をおこない、児

童生徒の「ムトスの学び」へと繋げることを目指します。 

 

２ ３年間の総括 
 

・コロナ禍により小中連携・一貫教育、飯田コミュニティスクール等へ影響があり、積み重ねてきた取

組が停滞する状況が生じましたが、校内中間教室の充実や民間施設との連携を図ることで、個に寄り

添った支援ができる体制が構築され、児童生徒の「ムトスの学び」へとつながりました。引き続き、

児童生徒の教育環境の充実に向け「飯田市これからの学校のあり方審議会」で検討していきます。 

 

３ ３年間の主な取組及び成果 
 

◆ お互いを認め合い、安心して学べる学級づくりを目指し、子どもたちの学力の保障・向上と不登

校対策のため、小中連携・一貫教育を進めます。また、コロナ禍への対応を含め、全ての教育活

動を通じてＩＣＴの活用を推進します。 

  
  

 □ 戦略（考え方）の到達点 

  ・学力の保障や向上に関わって、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実の実現に向

け、児童生徒の学習状況を把握することで、適切な指導や支援につなげました。 

・全小中学校の児童生徒に学習用端末が整えられ、ＩＣＴを活用する教育活動が広がってき

ました。 

・外国語の授業で、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を推進し、小中の７年間

を通して、外国語によるコミュニケーションを図る資質・能力の育成が進んできました。 

 □ 主な取組 

  ・小中連携・一貫教育について、コロナ禍で様々な制限があり、各中学校区では十分な教育

活動にはなりませんでしたが、コロナ禍でもできる取組を模索し、今までの連携や一貫の

取組の振り返りを行いました。 

・ＩＣＴ活用中核教員を養成する研修を行いました。 

・授業においてＩＣＴを活用できるように、教育指導専門主査が学校訪問を行い、授業研究

を行いました。 

・ＩＣＴを活かした授業づくりに苦手意識がある教職員には、研修や学校訪問の機会に支援

できるよう、体制を取ることができました。 

・総合学力調査の結果を指導につなげるため、分析結果の共有やＳＰ表の活用研修などを行

いました。基礎的読解力の向上に向け、教員研修を実施したり、具体的な取組アイデア集

を作成し配信したりしました。 

・児童生徒の学習状況を把握するために、総合学力調査（小学校２～５年、中学校１～２年）

とリーディングスキルテスト（小学校５年生）を実施しました。 

・研究主任会や自主的研究チームで結果の分析や授業改善に向けた具体的な取組の検討を

行いました。 

・個別最適な学びの充実に向け、外国語の学習者用デジタル教科書の活用に向けた取組と言

語活動の質の向上に向けた教員の指導力研修を実施しました。 

・ＡＬＴを中学校区の小中学校に配置し、小中の学びのつながりを大切にした支援を行いま

した。 

・中学校単位で、同じＡＬＴが配置されることで、安心して中学校での外国語学習に取り組

みました。また、ＡＬＴを相手に自分の意見や考えを伝える等、必要感をもって言語活動

に取り組みました。 
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重点目標１ 

 

 

 □ 主な成果 

  ・児童生徒の９年間の成長を捉えた中学校区独自の教育課程編成の重要性が明らかになり

ました。 

・授業において、ＩＣＴの活用を広める教職員が増えました。各校の学習活動や校務におい

て、ＩＣＴを活用する実践が広がりました。 

・外国語の学習者用デジタル教科書の活用や模擬授業、言語活動の質の向上に向けた研修等

を行ったことで、教員の指導力が向上しました。 

・中学校単位で、同じＡＬＴを配置することで、子供が義務教育期間中、安心して外国語学

習に取り組める環境づくりができました。また、ＡＬＴと実際に会話する授業など言語活

動を行うことにより、外国語を使って相手に自分の意見や考えを伝えることの必要感を持

ってもらうことができました。 

 

◆ 日常生活における自他の尊厳を尊重する態度を育成し、互いを認め合える温かな人間関係づくり

と個に寄り添った誰ひとり取り残さない教育や支援を推進します。 
  

 □ 戦略（考え方）の到達点 

  ・不登校児童生徒の、個々の実態に合わせた居場所づくり（中間教室や民間施設）の提供、

体験活動等を積極的に推進し、不登校児童生徒の個に寄り添ったことにより、自己肯定感

を高めることにつなげました。 

・特別な支援が必要な児童生徒について、個に応じた指導や支援が行えるよう人的配置を含

めた、子供にとってより良い環境づくりを目指しました。 

・多様化する児童生徒の教育的ニーズに対応するため、定期的に全教職員を対象とした特別

支援教育に関する研修の機会を設けたので、全教職員の理解を深めることができました。 

 □ 主な取組 

  ・温かな人間関係づくりに向けた学級や学校づくりのため、教職員を対象にした研修会を実

施しました。 

・不登校児童生徒に対する、各学校や中間教室での支援を進めるとともに、不登校児童生徒

支援の拠点として教育支援センター「びーいんぐ」を開設し、個々の相談業務への対応や

関係機関との連携を進めました。 

・特別支援教育支援員を増員し、各校における個別支援を必要とする児童生徒への支援に努

めました。 

・ＬＤ等通級指導教室のサテライト教室を増設することで、通常学級にいながら学習上、又

は生活上の困難を改善するための指導が必要な児童生徒の学びの場を整えました。 

・専門機関と連携し、福祉や特別支援教育に見識が高い講師による講演会を研修の中に取り

入れ、全教職員を対象に年に数回実施しました。 

 □ 主な成果 

  ・教職員研修会を通じて、個に寄り添った誰ひとり取り残さない教育や支援についての意識

改革が、担当教職員以外にも広まりました。 

・不登校児童生徒の個々の実態に合わせ、中間教室や民間施設での居場所づくりを進めると

ともに、体験活動等を推進することで、不登校児童生徒の自己肯定感を高めることにつな

がりました。 

・特別支援教育支援員を必要とする学校に支援員が配置できたことで、集団での学習や生活

に困難さを抱えている児童生徒にとって、個に寄り添う個に応じた支援ができる環境づく

りが進められました。 

・集団での学習や生活の一部に困難さを抱える児童生徒にとって、ＬＤ等通級指導教室での

学びを通常学級において活かすことができつつあり、他者との関わりの面でも効果が出て

きています。 

・全職員を対象とした特別支援教育に関する研修会を定期的に開催したことにより、教室環

境のユニバーサルデザイン化や合理的配慮を進め、通常学級においても研修内容が活かさ

れています。 

2
0
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重点目標１ 

 

 

◆ 飯田コミュニティスクールを活かし、地域・学校・家庭がそれぞれ当事者意識を持って協働し、

地域ぐるみで子どもを育てる環境づくりを進めます。 
  

 □ 戦略（考え方）の到達点 

  ・学校運営協議会において、学校・地域・家庭の三者が「めざすこども像」と学校運営方針

を協議・承認し合い、振り返りを行う取組が定着してきました。コロナ禍での停滞を踏ま

えて、三者が相互に連携しながらいいだコミュニティスクール協働活動（地域学校協働活

動）の充実を今後も図っていきます。 

・学校運営協議会で確認した「めざすこども像」の実現に向け、飯田コミュニティスクール

の仕組みを活かし、地域・学校・家庭が連携協働しながら児童生徒の学びや成長を支えま

した。 

今後もこの取り組みを、児童生徒の「９年間の系統的な学び」や成長を意識した取組につ

なげていきます。 

 □ 主な取組 

  ・各学校運営協議会において、「めざすこども像」を共有し、学校・地域・家庭が役割を確

認しながら、地域や学校の特色を活かした、いいだコミュニティスクール協働活動に取り

組み、コロナ禍で制限される時期があったものの、公民館が中心となって地域で児童生徒

の学びや成長を支えました。 

・飯田のキャリア教育推進のため、小中学校へキャリア教育学校交付金を交付し、各校での

キャリア教育ふるさと学習を支援しました。 

・中学生を対象とした「結いジュニアリーダー育成講座」や「三遠南信中学生交流会」を実

施しました。 

 □ 主な成果 

  ・学校運営協議会において、学校・地域・家庭の三者が「めざすこども像」と学校運営方針

を協議・承認し合い、振り返りを行う活動が定着してきました。 

・「結いジュニアリーダー育成講座」や「三遠南信中学生交流会」を通じて、学校・地域を

超えた中学生の交流が図られるとともに、参加した中学生が自分の暮らす地域の魅力の発

見につながりました。 

・コロナ禍で活動等が制限されるなか、いいだコミュニティスクール協働活動の目的や活動

内容を見つめ直す機会になりました。 

・いいだコミュニティスクール協働活動における、地域の魅力に触れる体験学習や世代間交

流を通じて、児童生徒の地域への愛着を育むとともに、地域でこどもを育むことの大切さ

を確認する機会になりました。 

・長期休みの「こどもの寺子屋事業」の運営にかつて小学生の時に同事業参加していた中学

生がスタッフとして参加するなど、地域における人材の育成につながっています。 

・中学生が、ボランティア活動で地域の様々な行事に参加する取組が広がり、ボランティア

活動を通じて地域活動への理解が深まり、地域を大切に思う気持ちが育まれています。 

 

◆ 学校給食の地産地消、有機食材の導入拡大と、献立に地域の旬の食材や郷土食、行事食を取り入

れる工夫に努めながら、学校給食を活用した食育に取り組みます。 
  

 □ 戦略（考え方）の到達点 

  ・地元産食材（主要野菜 10 品目）及び有機食材の使用割合の増加による食育の推進に努め

ました。 

・新たに創設された地域相互認証制度による地産地消を進め、学校給食の献立などを通じ

て、児童生徒への意識作りを進めていきます。 

 □ 主な取組 

  ・地元産食材の使用割合を上げるため、生産団体や納入業者等との検討会議を行うととも

に、有機食材導入を進めるため、生産者や栄養士等と導入に向けた検討会議を行いました。 

・コロナ禍で、共同調理場などの見学ができる状況ではなかったものの、調理状況のライブ

配信などを活用して、食育の取組を進めました。 

教育振興基本計画 中期の取組［令和３年度～令和５年度］の振り返り 

重点目標１ 

 

 □ 主な成果 

  ・給食に関わる関係者と生産、流通にかかわる関係者が情報共有して、地元産農産物の使用

割合を上げるための具体的な取組を検討しました。 

・上郷小学校、高陵中学校、竜峡共同調理場等複数の調理場で、有機農産物の試験導入を実

施しました。使用した有機野菜は、大根・人参・ほうれん草などで、３施設で延べ 30 回、

500 キロ余りを提供しました。 

・安心安全な学校給食の提供はもちろん、食の大切さを伝える食育活動がコロナ禍をきっか

けに新たな方法で取り組まれました。 

 

◆ 子どもが読書を楽しみ、感性や言葉を豊かにし、想像力、表現力や情報を活用する力をつけられ

るよう、乳幼児期から発達段階に応じて読書体験の充実に取り組みます。 
  

 □ 戦略（考え方）の到達点 

  ・乳幼児期から高校生までそれぞれの年代に応じた取組を実施したことで、発達段階ごとに

読書体験の充実が図られました。 

・進捗状況確認指標を見ると日常的に読書をしている児童生徒の割合が減少しており、小学

校高学年以上の自発的な読書習慣の形成には課題があることが考えられます。 

・関係部署、保護者、地域の方が連携して継続的に子供の読書体験の充実のための取組を進

め、読書習慣の形成につなげていきます。 

 □ 主な取組 

  ・乳幼児期の親子のふれあいと絵本や物語を楽しむ体験の充実に向けて、７カ月児への絵本

プレゼントに加え、令和３年度から４歳児（年中児）への絵本プレゼントを開始しました。

また、保育所への団体貸出や分館貸出による家庭への絵本の持ち帰りを進めました。 

・飯田市全小中学校への学校司書配置、統一様式の図書館経営計画立案と計画に沿った取

組、学校図書館管理システムの導入、情報活用能力指導教材共有等を実施しました。 

・市立図書館と学校司書との連携を強化して、情報共有や共同でおすすめ本リストを作成し

て活用するなど、小中学生の読書活動推進に取り組みました。 

・「ムトスぷらざ」内に飯田駅前図書館を設置し、高校生が読書や図書館に親しむための蔵

書整備を行い、読書を通して交流しあう企画を定期的に実施しました。 

 □ 主な成果 

  ・全市の７カ月児、４歳児家庭へ絵本が届き、その後も定期的に家庭に絵本を持ち帰る子供

が増え、令和４年度に実施した絵本プレゼントのアンケート結果から見ても、乳幼児期の

読書体験の充実が図られています。 

・学校図書館では、全市の学校図書館で統一的な取組が行われるようになってきており、各

学校図書館の取組が充実しました。また、図書館管理システム導入により、図書館を利用

する生徒が増えたり、学校司書の仕事が効率化して生徒への支援が充実したりしました。 

・飯田駅前図書館では、高校生が立ち寄りやすい場所に図書館を設置し取り組んだことで、

高校生による紹介展示本が借りられたり、駅前図書館で実施した企画が高校図書館でも行

われたりするなど、図書館がこれまでより身近な存在となり、高校生の本や図書館に対す

る興味・関心が広がりました。 

 

◆ 就労等で放課後保護者等が不在となる家庭の児童の居場所づくりのため、児童支援員の確保や適

切な配置に努めるとともに、４年生以上高学年の受入希望にも対応できる組織・体制づくりを進

めます。 
  

 □ 戦略（考え方）の到達点 

  ・放課後の児童の居場所づくりのため、職員の勤務環境の向上を行い、人材の確保に努めま

した。 

・施設の改修や、民間の児童クラブの新規開設や運営支援を通じて、放課後児童クラブの定

員数を増やし、高学年までの受入れ拡大に努めました。 

・職員への教育を進めるとともに、相談支援体制の充実を図りました。 

 □ 主な取組 
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教育振興基本計画 中期の取組［令和３年度～令和５年度］の振り返り 

重点目標１ 

 

  ・保護者アンケートを行い、要望や運営の問題点の確認を行いました。 

・龍江児童クラブの増築工事を行いました。 

・職員の勤務環境の向上を図るため、土曜日の開所を拠点化しました。 

・民間の児童クラブの開所及び運営の支援を行いました。 

・南信濃地区の放課後子ども見守り事業の立上げを支援しました。 

・児童クラブ係の創設と職員体制の充実に努めました。 

 □ 主な成果 

  ・龍江児童クラブの増築工事、民間児童クラブの新規開設などにより、令和３年度 1,005 人

の定員から令和５年度 1,020 人の定員に増加しました。 

・４年生以上の高学年を 20 カ所の施設で受入れました。 

・土曜日の開所を拠点化することにより、職員の労働環境が向上しました。 

・令和４年度に南信濃地区で新たに放課後子ども見守り事業が開始され、放課後の子供の居

場所づくりが進みました。 

 

◆ 児童生徒の減少や学校施設の老朽化が進んでいる中で、地域に根差した飯田らしい教育環境が展

開され、将来にわたり子どもたちが主体的に学び合う場とするためには、どのような学校がよい

のか、子どもたちの未来のため、みんなで考えていきます。 
  

 □ 戦略（考え方）の到達点 

  ・令和３、４年度に実施した「少子化における児童生徒の教育環境の充実に向けた取組研究

会（以下「研究会」）での研究や、学校運営協議会での意見交換、保護者アンケートの結

果等を踏まえて設置した「飯田市これからの学校のあり方審議会（以下「審議会」）」から

の答申に基づき、方針を策定し、子供を真ん中に置いた教育環境の検討を進めてきていま

す。 

・校区毎に異なる状況を分析し、学校や地区へ情報提供を行ってきましたが、審議状況を丁

寧に説明しながら今後も進めて行きます。 

 □ 主な取組 

  ・研究会において取組を方向付けながら、各学校運営協議会で特色ある教育活動等について

の意見交換を行いました。 

・より良い教育環境づくりに向けて保護者の考えを調査するアンケートを実施しました。 

・新たに審議会を設置し、これまでの研究結果も踏まえて審議を進めました。 

・教育委員会情報誌「Ｈａｇｕ」を通じて、学校のあり方検討の状況を保護者に知らせまし

た。 

・児童生徒数の減少が著しい地区へ、個別に審議状況の説明等を行い、地域とともに課題認

識を共有する機会を設けました。 

 □ 主な成果 

  ・各学校運営協議会での意見交換や、保護者アンケートを通じて、貴重な検討材料を得るこ

とができました。 

・教育委員会情報誌「Ｈａｇｕ」を通じて、保護者の皆さんに、学校を取り巻く状況や、「学

園構想」の素案を知っていただくことができました。 

・審議会での審議を進め、審議会からの一次答申を踏まえて第一次方針の策定を開始しまし

た。 

・審議会の審議状況を踏まえ、上村・南信濃地区では、両地区の学校のあり方を検討する「遠

山郷学園会議」が立ち上がり、地域での議論が始まりました。 

 

◆ 児童生徒が安心・安全に学校生活を送ることができるよう、通学路安全対策や環境整備を進める

とともに、気候変動に適応した校外活動に取り組みます。 
  

 □ 戦略（考え方）の到達点 

  ・通学路安全対策は、関係部署や関係機関と連携し、適時必要な対策を講じ、また不審者等

の情報は、入手次第学校・地域等へ情報共有し、どちらも事故等を未然に防ぐような、迅

速に対応できる体制が構築できてきています。 

教育振興基本計画 中期の取組［令和３年度～令和５年度］の振り返り 

重点目標１ 

 

・「アクションプログラム」の危険箇所整備については、関係機関を含む通学路安全検討委

員会で協議し、整備計画に基づき取組を進めてきています。 

・通学路の危険要因を解消するためのハード対策を、地域住民の協力や関係者の理解や合意

形成を図りながら進めました。今後も組織・体制の充実を図りました。 

・気温上昇時の屋外での活動中止や、熱中症への注意喚起、テント設置等の日よけ対策を行

いました。 

 □ 主な取組 

  ・学校とＰＴＡ等が連携し、通学路の危険箇所の把握や、児童生徒への安全教育や指導に取

り組みました。また、令和３年６月に千葉県八街市で発生した児童の交通事故被害を踏ま

え、通学路緊急合同点検を実施し、「通学路安全検討庁内会議」や「飯田市通学路安全対

策検討委員会」において危険箇所の情報共有をし、「アクションプログラム」への位置付

け、危険箇所の情報共有、合同点検を行い対策の検証やハード面ソフト面から、整備計画

に基づき対策整備を実施しました。 

・児童生徒の身に危険が及ぶ可能性がある事案が発生した際は、速やかに情報を全校と共有

し、児童生徒・家庭への注意喚起を行いました。 

・警察、学校、家庭、地域等関係者と連携し、通学路での見守りなど児童生徒の安全確保に

取り組みました。 

・関係機関により協議会を組織し、上郷地区北区ゾーン 30 プラス整備計画を策定しました。 

・指定通学路上にあるブロック塀の現地調査を、関係部署と行いました。 

 □ 主な成果 

  ・通学路の危険箇所を「アクションプログラム」に位置付け、対策状況、対策予定を情報共

有し、計画的に必要な対策を講じました。 

・不審者等の情報を的確かつ迅速に伝え、児童生徒や家庭への注意喚起を行い、状況に応じ

て学校職員や地域等関係者による通学路での見守り活動へつながりました。 

・上郷地区で行った、スムーズ横断歩道（仮設）の社会実験では、速度低下等の効果が確認

でき、効果検証の結果から面的な対策が認められ、地域や関係機関との連携を深め横断的

に更なる交通安全対策に取り組む方向性の確認ができました。 

・日よけ対策の構築や、気温に応じて屋外での活動を控えることにより、児童生徒の安全確

保ができました。 

 

４ 環境変化及び後期４年間の取組策定に向けた課題認識と今後の方向性 
 

 □重点目標を取り巻く環境変化 

・個別最適な学び、協働的な学びを進め、学力保障・学力向上に取り組むため、支援体制の充実が求

められています。 

・学習面では、電子教科書使用、タブレット端末を活用した調査学習が主流となっています。 

・不登校児童生徒が増加し、また個々に特性のある児童生徒も増加しています。 

・コロナ禍以降、地域における人と人とのつながりの希薄化や、家庭における教育力の低下が懸念さ

れています。 

・野菜生産の周期や当地域での気候条件等から、「主要野菜 10 品目」を見直す必要性があります。 

・有機農業に取り組みやすい環境を整えるため、事業者や地域内外の生産者との取組内容を定めた

「飯田市有機農業実施計画」が策定されています。 

・デジタルメディアの普及など、家庭や子供を取り巻くデジタル環境が大きく変化しています。図書

資料を活用した授業が減少しています。 

・放課後児童の居場所ニーズの増加に伴い、民間児童クラブの開設数が増加し、また新設検討事案も

増えています。 

・毎年 200 人近い児童生徒数の減少と、それに伴い学級数の減少が進んでいます。 

・「小中連携・一貫教育」から、中学校区単位で９年間の特色ある学びを行う「小中一貫教育」への

深化を図ります。 

・「ゾーン 30 プラス」など、通学路の安全対策により効果的な方策を検討する必要があります。 

・令和３年６月に千葉県で発生した事故を受け、県下一斉合同点検の結果をもとに、県で「通学路の
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教育振興基本計画 中期の取組［令和３年度～令和５年度］の振り返り 

重点目標１ 

安全確保に関する方針」が策定され、毎年度に県全体で進捗管理フローによる取組が行われていま

す。 

□後期４年間の取組策定に向けた課題認識 

・ＩＣＴを活用した教育環境が充実する中で、苦手な教職員へのＩＣＴ活用支援に向けて、組織され

たＧＩＧＡスクール運営支援センターの効果的な活用が必要となります。 

・総合学力調査やリーディングスキルテストの結果分析を行い、学力向上につなげるための研究を

行う必要があります。 

・不登校児童生徒への対応として、校内中間教室の取組と、個に寄り添った対応ができる教育支援指

導主事及び特別支援教育支援員等の人材確保など、人員体制の充実が必要です。 

・児童生徒を取り巻く環境が変化していくなか、地域の将来を担う児童生徒の学びや成長を支えて

いくためには、地域の多様な主体の連携や協働が必要であり、学校と地域人材をつなげる調整機能

や、活動を支える地域人材の育成がより重要になります。 

・有機食材はもちろん、地域相互認証制度に基づく地元農産物を、学校給食へ安定的に供給する仕組

みの確保と、地元産使用率の低い品目について、給食用に生産してくれる農家を募る方法など、関

係者と使用率を上げる取組を検討していく必要があります。 

・児童生徒への地産地消の取組の理解や関心を高めるための、食育活動のさらなる推進が必要です。 

・デジタル環境の変化は、親子のふれあいの時間や家庭での読書時間にも影響を及ぼしていること

が考えられます。 

・保護者の理解や家庭読書推奨の働きかけが必要です。学校図書館では、紙とデジタルのメリットを

組み合わせたハイブリッドな探究学習の推進検討が求められます。 
・児童クラブでの受入れ対象児童の拡大と、職員確保及び研修等による資質向上を図ることが課題

です。 

・児童生徒数の減少が著しく、また施設の老朽化が進む地域について、早急に配置枠組みを含めた

「今後の学校のあり方」を検討する必要があります。 

□課題認識を踏まえた今後の方向性 

・継続した全国学力学習状況調査・リーディングスキルテストの実施による結果分析から、継続して

学力の向上に向けた学びの充実に取り組みます。 

・ＩＣＴを活用した学び等を取り入れることにより、個別最適な学びを進め、さらなる教育環境の充

実を図ります。 

・不登校児童生徒の対応として、民間団体等との連携を進めるとともに、不登校にならない早めの対

応ができる体制づくりに取り組みます。 

・地域全体で児童生徒の学びや成長を支えるため、引き続き公民館が学校と地域をつなげる調整役

を担いながらいいだコミュニティスクール協働活動を支援します。 

・コミュニティスクールの仕組みを活用し、地域の多様な主体が学校の教育活動の支援、地域の特色

を活かした学習交流活動を推進することで、地域に誇りと愛着を持った人材を育みます。 

・「地域相互認証制度」により、主要野菜 10 品目の地元産率の向上と、有機食材等の導入拡大につな

がるよう、この認証を受けた野菜を学校給食に積極的に取り入れる取組の着実な運用を行います。 

・食育の推進により、児童生徒が環境に配慮した農産物への理解を深め、地産地消の重要性を学ぶこ

とができる取組を進めます。 

・こどもの読書活動の推進については、発達段階ごとに関係部署がこどもの現状を情報共有し、連携

して読書体験の充実に取り組みます。 

・児童生徒と関わる大人がデジタルメディアリテラシーを獲得できるよう取組、手渡し方、児童生徒

との関わりに生かすことを目指します。 

・児童クラブの計画的な施設の改修等により、高学年までの希望者受入れの拡大と、職員の確保及び

研修の充実による資質向上を図ります。 

・各中学校区単位で、９年間の特色ある学びの体系化・特設教科による取組を進めるとともに、学校

の配置枠組みの検討を進め、教育環境の充実を図ります。 

・アクションプログラムの整備計画に基づき、順次整備を進め、児童生徒が安心・安全に学校生活を

送ることができるよう、通学路の安全対策や環境整備を継続的に実施していきます。 
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⑤
授業以外に１日10分以上読書をしている児童生徒
割合（％）

小6-67.1
（県69.0)
中3-55.6
(県57.1)

(R1)

小6-63.6
（県64.9）
中3-60.2
（県59.8）

小6-60.6
（県63.4）
中3-53.8
（県55.9）

小6-58.3
（県62.9）
中3-51.2
（県54.7）

県平均以上

④
学校給食における飯田下伊那産野菜主要10品目使
用率（％）

54.1
(R1)

46.8
(R2)

44.4
(R3)

48.3
(R4)

全国学力・学習状況調査における小６国語、算
数、中３国語、数学の全国平均比較（◎…≧+2
点、○…+2点＞-2点、△…≦-2点）

小６国○
　算数○
中３国△
　数学△
(R1)

小６国○
　算数○
中３国○
　数学△

小６国○
　算数○
中３国○
　数学○

小６国○
　算数○
中３国△
　数学△

小６国語○
　　算数○
中３国語○
　　数学○

小６年±０
中３年±０

③ 不登校児童生徒在籍比（％）
小　0.87
中　3.91

(R1)

小　0.99
中　4.73

(R2)

小　1.81
中　4.49
（R3）

小　2.37
中　6.05
（R4）

前年度以下

②
全国学力・学習状況調査における「自分には良い
ところがあると思いますか。」に対する回答結果
の全国平均差（点）

小６年△１
中３年△３

(R1)

小６年△２
中３年△４

小６年±０
中３年△６

小６年±１
中３年△２

⑧
防犯・通学路の安全対策・
環境整備・気候変動適応

進
捗
状
況
確
認
指
標

重
要
業
績
評
価
指
標

(

K
P
I

)

指標（単位）
把握方法

基準 進捗 目標

令和２年 令和３年 令和４年

⑧
防犯・通学路の安全対策・
環境整備・気候変動適応

⑧
防犯・通学路の安全対策・
環境整備・気候変動適応

⑧
防犯・通学路の安全対策・
環境整備・気候変動適応

小戦略

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

令和５年 令和６年

①

⑥
児童の放課後の居場所づく
り

⑦
少子化における児童生徒の
教育環境の充実に向けた取
組

⑦
少子化における児童生徒の
教育環境の充実に向けた取
組

⑦
少子化における児童生徒の
教育環境の充実に向けた取
組

⑦
少子化における児童生徒の
教育環境の充実に向けた取
組

⑥
児童の放課後の居場所づく
り

⑥
児童の放課後の居場所づく
り

⑥
児童の放課後の居場所づく
り

⑤ 子どもの読書活動の推進 ⑤ 子どもの読書活動の推進 ⑤ 子どもの読書活動の推進 ⑤ 子供の読書活動の推進

④ 食育の推進 ④ 食育の推進 ④ 食育の推進

③
飯田コミュニティスクール
を活かした地域・学校・家
庭での教育の推進

③
飯田コミュニティスクール
を活かした地域・学校・家
庭での教育の推進

③
飯田コミュニティスクール
を活かした地域・学校・家
庭での教育の推進

③
飯田コミュニティスクール
を活かした地域・学校・家
庭での教育の推進

④ 食育の推進

学力保障・学力の向上 ① 学力保障・学力の向上

②
温かな人間関係づくりと誰
ひとり取り残さない教育や
支援

②
温かな人間関係づくりと誰
ひとり取り残さない教育や
支援

②
温かな人間関係づくりと誰
ひとり取り残さない教育や
支援

②

① 学力保障・学力の向上 ① 学力保障・学力の向上 ①

温かな人間関係づくりと誰
ひとり取り残さない教育や
支援

◆ 就労等で放課後保護者等が不在となる家庭の児童の居場所づくりのため、児童支援員の確保や適
切な配置に努めるとともに、４年生以上高学年の受入希望にも対応できる組織・体制づくりを進
めます。

◆ 児童生徒の減少や学校施設の老朽化が進んでいる中で、地域に根差した飯田らしい教育環境が展
開され、将来にわたり子どもたちが主体的に学び合う場とするためには、どのような学校がよい
のか、子どもたちの未来のため、みんなで考えていきます。

◆ 児童生徒が安心・安全に学校生活を送ることができるよう、通学路安全対策や環境整備を進める
とともに、気候変動に適応した校外活動に取り組みます。

戦略
（考え
方）

◆ お互いを認め合い、安心して学べる学級づくりを目指し、子どもたちの学力の保障・向上と不登
校対策のため、小中連携・一貫教育を進めます。また、コロナ禍への対応を含め、全ての教育活
動を通じてＩＣＴの活用を推進します。

◆ 日常生活における自他の尊厳を尊重する態度を育成し、互いを認め合える温かな人間関係づくり
と個に寄り添った誰ひとり取り残さない教育や支援を推進します。

◆ 飯田コミュニティスクールを活かし、地域・学校・家庭がそれぞれ当事者意識を持って協働し、
地域ぐるみで子どもを育てる環境づくりを進めます。

◆ 学校給食の地産地消、有機食材の導入拡大と、献立に地域の旬の食材や郷土食、行事食を取り入
れる工夫に努めながら、学校給食を活用した食育に取り組みます。

◆

教育振興基本計画　中期計画３年間（令和３年度から令和５年度）の振り返り

重点
目標

重点目標 ３
“結いの心”に根ざす教育を実践し、豊かな心とリニア時
代を生きる力を育む

マネジメント
リーダー 教育次長

秦野
高彦

子どもが読書を楽しみ、感性や言葉を豊かにし、想像力、表現力や情報を活用する力をつけられ
るよう、乳幼児期から発達段階に応じて読書体験の充実に取り組みます。

１
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教育振興基本計画 中期の取組［令和３年度～令和５年度］の振り返り 

重点目標２ 

１ ねらい 
 

・重点目標２のねらいは、地域の公民館活動など住民の自発的、自立的な活動・学習による人材育成を

再認識し、この地域が持つ豊かな自然と受け継がれてきた文化や先人の営み、市内の社会教育機関な

どの地域資源、さらには公民館活動や地域団体による地縁的、人的なつながりを活かした学習や交流

を通して地域の自治を担い、ひいては今後の飯田市の可能性を広げられる人材を育成することです。 

 

２ ３年間の総括 
 

・令和３年度当初から新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じた行動制限の範囲で、参加人数の

制限やリモート配信により感染対策を行いながら、でき得る限り開館して社会教育機関としての機

能を維持し、地域や市民を対象とした学習機会を提供してきました。 

・令和５年５月上旬以降は、コロナ禍前の日常を取り戻すよう、地縁的、人的つながりを意識し、コロ

ナ禍を乗り越えてきた経験を活かし、市民の利便性向上や新たな情報発信の手法も加えながら、飯田

市の持つポテンシャルを引き出し、その可能性を広げることのできる人材育成を進めました。 

 

３ ３年間の主な取組及び成果 
 

◆ 住民の自治の力を高め、地域の担い手を育むため、住民の主体的な「地域の自然や文化など

の地域資源を生かした学習や地域の課題解決に向けた学習」を支援します。 
  

 □ 戦略（考え方）の到達点 

  ・社会教育関係団体数はほぼ横ばいですが、住民の主体的な学習活動等は活発に行われてい

ます。 

・市民主体の各種講座・学級・教室への参加者数はコロナ禍にいったん落ち込みましたが、

以後は回復しました。 

・地域の研究団体の支援数は横ばいですが、研究団体に所属する会員の減少と高齢化が進ん

でおり、当地域の自然や文化を支えていく人材の確保に依然として課題があると認識して

います。 

 □ 主な取組 

  ・地区公民館や史学会などによる遺跡や文化財等を活用した地域の歴史文化学習において

講師や解説案内を担いました。 

・義太夫や三味線の指導への支援等、伝統人形浄瑠璃の保存継承に向けた活動を行いまし

た。 

・歴史研究所の研究員が、座光寺公民館主催の古文書講座の講師や、座光寺地域自治会の特

別委員会「歴史に学び地域をたずねる会」による地区内に残る近世から戦後の自治会史料

などの古文書群の史料調査、整理保存活動に参加することで、地域と協働し地域内の歴史

研究活動を支援しました。 

・自然分野、人文分野、美術分野における講演会や講座を、市民研究団体等と連携し実施す

るとともに、小中学生を対象にした学習会や、城下町サポーター養成講座を開催しました。 

・読書会交流会実行委員会による『人間の土地』読書会など読書を通して学ぶ機会を支援し、

読書会の魅力について話し合う「飯田下伊那読書会交流会」や、地元企業の活動を紹介す

る「ビジネス支援講座」を実施しました。また、多様なニーズにあわせて幅広い分野の図

書を購入し提供しました。 

・地域の自然、歴史、文化などをテーマにした学級や講座を、住民との対話や主体性を大切

にしながら実施することで、地域資源を活用した学びや住民の関心に応える学習を支援し

ました。 

・地区公民館を中心とした平和・人権学習会の開催、満蒙開拓平和記念館等を活用した小中

学校の平和人権学習の支援、高校生若者を対象にピースゼミを開催しました。 

・「ムトスぷらざ」に公共空間を整備し、公民館機能、図書館機能、平和学習機能、ムトス

まちづくり活動の交流支援機能などを導入するなど、学習から実践につなげるまちづくり

教育振興基本計画 中期の取組［令和３年度～令和５年度］の振り返り 

重点目標２ 

の新たな拠点として整備しました。また、「ムトスぷらざ」に集う多様な価値観を持った

人々の情報共有や意見交換の場として、誰でも参加することができる「ふらっと会議」を

開設するとともに、飯田を訪れる大学の研究者や大学生が、「ムトスぷらざ」を拠点に調

査研究、ワークショップ、学習会等の様々な活動を展開しました。 

 □ 主な成果 

  ・文化財を活用した歴史文化の学習や地域づくりの取組を通して、地域の魅力や価値を知っ

ていただくとともに、文化財の保存継承の重要性を認識する機会になりました。 

・伊那人形芝居公演は、伝統芸能の保存継承に向けた座員の成果発表と交流の場となりまし

た。 

・歴史研究所研究員が、座光寺公民館主催の古文書講座の講師を担い、座光寺地区内の検地

帳などの古文書をテキストに使用することで、古文書の読解能力だけでなく原文から地域

の歴史を学ぶ機会になりました。また、研究員が「歴史に学び地域をたずねる会」の調査

研究活動に参加することで、地元に残された史料の整理や保存等研究活動が進みました。 

・「飯田下伊那読書会交流会」を、地域で読書会を実施している方たちが実行委員となり企

画・開催することで、多様なグループの参加と交流につながり、読書会に興味のある人を

読書会活動へつなげることができました。 

・地域資源を活用した学級や講座などを実施することで、住民の主体的な学びの支援や関心

に応える多様な学習の機会につながりました。また、りんご並木 70 周年の機会に、飯田

東中学校での学習活動に協力を行いました。 

・ピースゼミには、多くの高校生や若者の参加があり、過去の参加者が引き続きアドバイザ

ーとして関わる仕組みが根付きつつあり、平和の大切さを次世代に語り継ぐ取組が広がっ

てきています。 

・「ムトスぷらざ」に公民館機能、図書館機能、平和学習機能、ムトスまちづくり活動の交

流支援機能などを導入するとともに、創発コーディネートマネージャーを配置すること

で、学習から実践につなげる学習交流や創発活動を推進する環境が充実しました。また「ふ

らっと会議」を開催し、参加者の想いを共有しながら交流、学びから実践につなげること

で、「ムトスぷらざのクリスマス」など新たな価値を創発する事業につながりました。 

・飯田で実施されている大学の演習や調査研究活動を一部公開し、「ムトスぷらざ」を訪れ

る市民がワークショップや意見交換、成果報告会に参加できるようにしたことで、これま

でなかった大学と市民との連携が生まれました。 

 

 

 

◆ ＬＧ（地域・地球）飯田教育の理念や地育力を活用した環境学習、ふるさと学習、体験学習

等を幼児期から高校まで体系立て、子どもの主体性、創造性、社会性、協調性、課題解決力

などを育み、多様な自己実現の可能性を広げます。 
  

 □ 戦略（考え方）の到達点 

  ・ふるさとに対して愛着を持っている割合は小中高ともに高い割合で推移しています 

・地域や社会をよくするために何をすべきか考えることの割合は、小中の設問の仕方が令和

５年度より一部変更となった影響もあり大きく伸びましたが、高校については同一の設問

内容で実施し微増しました。また、人の役に立つ人間になりたいと思うか（高校：地域と

自分のつながりや関係を意識しながら、自分の将来について考えることがあるか）の割合

は、小中では高い割合で推移しており、高校生も微増しました。 

・幼児期から高等教育期まで発達段階に応じたキャリア教育を切れ目なくつないでいくた

めの連携体制が整い目的の共有化が図られ、それぞれの発達段階において様々な取組が行

われ、特に探究学習への取り組みが進み、一定の成果が出ていると感じています。 

・地域行事への参加の割合は、年代が上がるにつれて低下していく傾向にあり、キャリア教

育を進めていく上で大きな課題の一つと捉えています。 

 □ 主な取組 

  ・各公民館で、乳幼児とその親を対象にした乳幼児学級を、保健師等と連携しながら実施し
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教育振興基本計画 中期の取組［令和３年度～令和５年度］の振り返り 

重点目標２ 

ました。 

・幼児期から高等教育期までの発達段階におけるそれぞれの取組をキャリア教育の視点で

整理し、キャリア教育推進協議会において地域、事業者、学校等の関係者と方向性や目的

を協議して、系統的なキャリア教育に取り組みました。 

・小中学校が実施する地域の資源を活用したふるさと学習や体験学習に対し、キャリア教育

学校交付金などを通じて支援するとともに、中学生を対象とした「結いジュニアリーダー

育成講座」や「三遠南信中学生交流会」を実施しました。 

・高校生講座や飯田ＯＩＤＥ長姫高等学校の地域人教育など、高校生が地域を知り、理解を

深める学習交流活動や、地域課題の解決や地域資源を活用した地域振興策の提案など、実

践的な学習活動を支援しました。 

・「ムトスぷらざ」における高校生や若者のワーキンググループの取組など、参加者が思い

を共有し実現に向け取り組む創発活動を支援しました。 

 □ 主な成果 

  ・乳幼児学級を通じて、子育てに関する知識や情報を習得する場や、同じ悩みを抱える親同

士の情報交換の場などを形成することで、親同士の関係構築や子育ての不安解消等につな

がりました。 

・キャリア教育推進協議会では、関係する団体ごとの取組を人材育成の視点で系統立てて整

理することでキャリア教育の方向性や目的を共有し、実践事例をキャリア教育推進フォー

ラムで発表しあい、人材育成の成果をお互いに確認することができました。 

・小中学校における地域の資源を活用したふるさと学習や体験学習などを通じて、自分たち

の暮らす地域に関心を持ち、その価値や魅力を認識する機会につながりました。また、中

学生が地区行事等へボランティアとして参加する取組が広がっており、地域を知る機会が

増えることで地域を大切に思う気持ちが育まれています。 

・「結いジュニアリーダー育成講座」や「三遠南信中学生交流会」を通じて、学校・地域を

超えた中学生の交流が図られるとともに、参加した中学生が自分たちの暮らす地域の魅力

を発見することにつながりました。 

・高校生講座や地域人教育の支援を通じて、高校生が地域に関心を持つとともに、高校生の

意識や考え方に影響を与え、地域と自身の関係やこれからのあり方を考える機会になりま

した。 

・高校生のワーキンググループなど、高校生が実現したいことを支援する学習交流活動や、

ムトスまちづくり活動の支援とつなげることで、高校生による「水引のブランディング」

や「ビジネスプランコンテスト」など、具体的な取組につながりました。 

・大学の研究者と高校教員との関係を構築し、大学の研究者が有する専門性と高校のニーズ

をマッチングすることで、高校の専門性や特色を伸ばす探究学習の支援につながりまし

た。また、飯田の実践を題材としたフィールドスタディに高校生が参加することで、高校

生が大学生とともに学びながら興味や関心の幅を広げ、研究や探究の手法などを体験する

機会となりました。 

 

◆ 飯田の価値と魅力を学び次代に繋げると共に、その素晴らしさを発信します。 
  

 □ 戦略（考え方）の到達点 

  ・社会教育機関がそれぞれの特徴を生かしながら飯田の歴史・文化や自然の多様性やその価

値を学ぶ機会を提供・発信したことで、歴史・文化・自然等に誇りや愛着がある人の割合

が増加しました。 

・コロナ禍にあって情報発信数や美術博物館来場者数、収蔵物や地域所在の資料を調査研究

し発表した件数、専門的な講座参加者数はいったん落ち込みましたが、地域の自然と文化

や先人の営みなどを明らかにする市民学習・研究活動を支援し、様々な技術を活用し魅力

ある展示や講座により研究成果を地域に還元する取組を地道に続けてきており、現在では

コロナ禍前の状況に戻りつつあります。 

・考古博物館を利用した文化財活用の取組回数は、考古博物館活用基本方針を策定するなど

考古博物館の役割を明確にし、史跡の価値や魅力を市民に発信する中で大きく伸ばしまし

教育振興基本計画 中期の取組［令和３年度～令和５年度］の振り返り 

重点目標２ 

た。 

 □ 主な取組 

  ・伊那谷の自然と文化を支える人材を発掘するため、社会教育機関が連携したプロジェクト

を開始しました。学輪ＩＩＤＡとも連携し外部有識者などと意見交換し取組の参考としま

した。 

・各地区公民館でこどもや親子を対象に、地域の自然、歴史、史跡、文化など地域資源を活

用した地域巡りや地域の魅力を再発見する学習活動など、地域の価値や魅力を学ぶ学習交

流活動に取り組みました。 

・図書館のホームページを更新し、地域資源図書リストや研究者からの利用が多い郷土発行

新聞目録など、所蔵貴重資料目録を追加掲載し公開しました。 

・人文、自然、美術と分野ごとに特別展や特別陳列を開催し、広く市民に菱田春草や田中芳

男など飯田を代表する人物の作品や功績に触れる機会を提供しました。また、常設展示な

どのコレクション展示を通じて、城下町飯田の歴史、南アルプスの地質や動植物、現代作

家や地域に作家の作品紹介など、地域の自然や文化などの価値や魅力に触れる学習活動に

取り組みました。 

・地域に残された歴史的価値を持つ史料や建造物を地域遺産とした調査研究の成果を、講座

の開催、年報や書籍の刊行、トピック展示などにより地域に還元してきました。また、地

域史を調査研究する人材の育成に取り組みました。 

・考古博物館活用基本方針を策定し、方針に基づき新たに史跡恒川官衙遺跡、史跡飯田古墳

群の展示コーナーを飯田市考古博物館に設置しました。また、地元の考古学的な成果や文

化財に関する収蔵図書の活用策を検討し、新たに考古図書コーナーを設置しました。 

・飯田古墳群について、座光寺の古墳から出土した短甲２領を復元し展示に加えるととも

に、それにちなんだ講演会、出土古墳などを巡る現地見学ツアーを実施しました。 

・飯田に集う大学の研究者と社会教育機関や地元研究者が連携し、地元高校生を対象とした

学びの機会提供を行いました。また、飯田をフィールドとした大学の演習や調査研究活動

に関する情報や成果を、「ムトスぷらざ」の一般利用者に向けて公開、発信しました。 

 □ 主な成果 

  ・伊那谷の自然と文化を支える人材育成は、トークイベントを開催し少人数ではありますが

興味を示す学生の参加がありました。 

・学輪ＩＩＤＡでは学部有識者をはじめ多くの市民とともにこの取組の必要性について確

認することができました。 

・各地区公民館における地域資源を活用した郷土学習等を通じて、地域住民が地域の価値や

魅力に触れ、地域を知り愛着や理解が深まりました。 

・図書館ホームページに地域資源図書リストや貴重資料目録が追加掲載され、市民や研究者

にとって飯田の地域資料が探しやすくなりました。 

・公民館と図書館が協力して地域学習の機会を設定し、中学生と地区住民が世代を超えて学

習・交流したことで、学びが深まり地域の魅力を発信することができました。 

・人文、自然、美術と分野ごとに開催した特別展は、広く市民に所蔵している作品や資料に

触れる機会を提供し、当地域が持つ自然や文化などの価値や魅力に触れる機会となりまし

た。 

・地域の歴史を振り返る取組は、歴史的な理解を深めるだけでなく、身近な町に対する誇り

や愛着を深め、風格のある町であり続けるためにどう寄り添えば良いのか、リニア時代を

見据えた中心市街地について考える機会となりました。こうした取組をきっかけにして

「飯田・城下町サポーター」などの市民活動が生まれてきています。 

・研究人材の育成を目指して多様な講座や体験型の学習活動を実施したことで、学びが深ま

ると共に地域の魅力を発信することにつながりました。 

・考古博物館活用基本方針を策定し、考古博物館の目指す姿や実現するための方針など考古

博物館の役割を明確にすることができました。また、方針に基づき新たに展示コーナーを

設置し、座光寺の古墳から出土した短甲２領を復元し展示に加えるとともに、それにちな

んだ講演会、出土古墳などを巡る現地見学ツアーを実施しました。さらに、考古図書コー

ナーを設置したことで、市民や研究者の方々が飯田市の考古学的な成果を学び・活用でき
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教育振興基本計画 中期の取組［令和３年度～令和５年度］の振り返り 

重点目標２ 

るようになりました。 

・学輪ＩＩＤＡ、美術博物館、公民館が連携し、遠山郷をテーマとした高校生対象のシリー

ズ講座を実施するとともに、夏のフィールドスタディの事前学習に位置づけることで、相

乗効果を生み出す展開につながりました。 

 

◆ 民俗芸能などの伝統文化や恒川官衙遺跡、飯田古墳群、名勝天龍峡などの地域資産を地域の

宝として守り、発信します。 
  

 □ 戦略（考え方）の到達点 

  ・地域資産の保存・継承・発信の取組により、地域資源の活用が促進され、地域資源が市民

の誇りとなり、住んでいる地域への愛着につながりました。 

・霜月祭保存会による後継者育成事業により、祭りへの参加者が増えるなど効果が現れ始め

ています。 

・コロナ禍にあって史跡名勝を活用したツアー、霜月祭りの保存伝承活動回数、伝統人形芝

居の保存伝承活動回数は余儀なく活動を制限され、大きく落ち込みましたが、現在ではコ

ロナ禍前の状況に戻りつつあります。 

 □ 主な取組 

  ・地域の自然と文化について関連団体や外部研究者と連携のもと調査研究を継続しました。

また、菱田春草に関する近代の文献のほか作品や資料の収集を継続的に行い、整理しデー

タベース化を進めました。 

・田中芳男関連資料や近藤恭一コレクションの受入れを行いました。 

・霜月祭りの保存継承に向け、上村のまつり伝承館天伯及びねぎやで、新たな展示計画案を

作成しこれまでの展示内容を見直し、パネルの更新、トピック展示を巡回しました。また、

遠山郷土館では、「遠山ガイドの会」と連携し遠山郷をテーマとした学習講演会や、美術

博物館と連携し人文、自然、美術分野をテーマとしたトピック展示を行いました。 

・遠山常民大学、伊那谷自然友の会、柳田國男記念伊那谷民俗学研究所、下伊那教育会、春

草公園を愛する会、竜丘自由画保存顕彰会などと連携し、調査研究、文化財の保存継承活

動を支援しました。 

・今田人形座、黒田人形保存会の伝統人形浄瑠璃保存継承活動において、伊那人形芝居保存

協議会の研修会及び公演事業の開催に向けた広報活動の事務的補助や、活動事業費の支援

を行いました。 

・文化財保護事業として、北田遺跡公園復元家屋の屋根の葺替えを地域と協働して実施しま

した。また、水佐代獅子塚古墳石垣の改修、長石寺本堂彫刻の修復、鳩ケ嶺八幡宮本殿の

環境整備に対する技術指導や補助金を交付するとともに、「日本の神楽」としてユネスコ

無形文化遺産登録を目指す霜月祭保存会の活動を支援しました。 

・恒川史跡公園に建設するガイダンス施設基本設計、展示基本計画を策定しました。 

・史跡公園整備と、史跡の魅力と価値を発信するガイダンス建物の実施設計を進めるなか

で、地域との協議や史跡に関する学習会、体験会を実施しました。また、史跡公園整備の

うち、清水エリア、正倉院北側エリアの整備が終了し、供用開始しました。 

・史跡飯田古墳群については、馬背塚古墳の確認調査を実施し、その成果を地域や保存団体

と連携し見学会や文化祭で発信しました。 

・名勝天龍峡では、景観や植物、舟下りの歴史といった天龍峡を構成する価値の要素ごとの

学習会や新たに現地に設置した解説看板等についてガイド向けの学習会を実施しました。 

・所有者等による指定文化財の保存継承、後継者育成の事業への補助金交付や、その活動を

支援しました。 

・所有者や地域が保存継承してきた文化財を、価値を明らかにしたうえで市文化財や県文化

財に指定する取組を進めました。 

 □ 主な成果 

  ・地域の自然と文化について関連団体や外部研究者と連携のもと調査研究を継続し成果を

研究紀要、自然史論集、展示図録、関連学会などで公表しました。また、菱田春草に関す

る近代の文献のほか作品や資料、田中芳男関連資料や近藤恭一コレクションなどを整理し

教育振興基本計画 中期の取組［令和３年度～令和５年度］の振り返り 

重点目標２ 

データベース化を進めるなど研究や展示などに活用できる状態にしました。 

・市が支援している霜月祭保存会による後継者育成事業により、中学校で舞等を学び、成人

して祭に参加する方もおり、効果が現れ始めています。 

・遠山郷土館は、トピック展示や講演会の開催などにより、コロナ禍の観覧者減少から回復

傾向にあります。 

・第 40 回伊那人形芝居公演は、出演団体の成果発表の場となり、保存継承に向けた交流の

場となりました。また、南信州地域振興局の協力により、南信州民俗芸能パートナー企業

の支援で上演映像の撮影や動画配信サイトでの情報発信を行い、会場以外でも観劇できる

環境を整えたことで、人形浄瑠璃を知る機会を増やすことができました。 

・文化財所有者等が行う修復や環境整備等に、市文化財審議委員が技術指導を行うことで、

整備後の保存管理に備えることができました。また、北田遺跡公園復元家屋の改修に合わ

せ、地域による茅の撤去作業、燻蒸方法の勉強会、地元小学校６年生による茅葺体験の実

施により、遺跡や公園に親しむ機会になりました。 

・恒川官衙遺跡の史跡公園整備の進捗と学習会等の開催により、地域の方々が史跡への関心

を高め、身近に感じていただくことができました。 

・史跡飯田古墳群の確認調査で墳丘規模などの古墳の保存に必要な情報を得ることができ

たとともに、地域に最新の調査成果を発信し、史跡飯田古墳群への興味や関心を深めるこ

とができました。 

・名勝天龍峡では、要素ごとの学習会や舟下り体験の実施により、その価値や魅力を参加者

に伝えることができたとともに、案内人の育成を支援することができました。 

・所有者等による保存継承事業への支援により、文化財が適切に修理され後世に伝えられる

状態になったとともに、所有者等にも価値や魅力を再認識していただくことができまし

た。 

・文化財指定によりその価値が顕在化するとともに、所有者等の文化財に対する意識の向上

と保存継承につなげることができました。 

 

 

◆ 誰もが安全で快適に利用できる社会教育施設の整備やサービスを向上させます。 
  

 □ 戦略（考え方）の到達点 

  ・教育委員会施設等総合管理計画に基づき、社会教育施設の計画的な改修や整備を推進しま

した。 

・コロナ禍にあって社会教育施設の利用は余儀なく活動を制限され、大きく落ち込みました

が、現在ではコロナ禍前の状況に戻りつつあります。 

 □ 主な取組 

  ・教育委員会施設等総合管理計画に基づき、社会教育施設の計画的な改修や整備を推進しま

した。 

・公民館、文化会館、社会体育施設といった公共施設の使用希望者が、空き状況の確認や利

用の申し込みをインターネットで実施できるようシステムを構築し、令和４年 10 月より

公共施設予約システムが稼働しました。 

・美術博物館の受付にＰＯＳレジシステムを導入し、キャッシュレス化に対応しました。 

・飯田市公民館を「丘の上結いスクエア」に、橋南公民館を地域交流センター（りんご庁舎）

に移転しました。 

 □ 主な成果 

  ・教育委員会施設等総合管理計画に基づく施設の改修等を通じて、社会教育施設における機

能の向上や、利用者の利便性、安全性の向上など、安全、安心、快適な環境形成につなが

りました。 

・公共施設予約システムの導入により、ウェブ上で公共施設の予約状況の確認や、利用の申

し込みが可能になるなど、利用者の利便性が向上しました。 

・美術博物館の受付にＰＯＳレジシステムを導入し、事務が効率化し利用者の利便性が向上

しました。 
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教育振興基本計画 中期の取組［令和３年度～令和５年度］の振り返り 

重点目標２ 

・飯田市公民館と橋南公民館が移転し、社会教育活動等に必要な環境が整いました。 

 

４ 環境変化及び後期４年間の取組策定に向けた課題認識と今後の方向性 
 

 □重点目標を取り巻く環境変化 

・リニア開通が先送りされましたが、開通に向けた地域の自然や景観が大きく変容してきており、今

後は座光寺、上郷地区をはじめ、全市的に地域の産業や暮らし、コミュニティのあり方がさらに大

きく変化することが予想されます。 

・伊那谷の自然や文化に親しみ地域資源を活用し守ってきた人々の高齢化と若年世代の地域外への

流出が進んでいます。 

・現役で就業する年齢が上がってきており、教職員を始めとする退職後の研究人材の確保が益々難

しくなっていきます。 

・コロナ禍を乗り越え、市民に対する情報や学びの提供方法について、今までの対面形式ではない新

たな手法での実施の可能性の知見を得ることが出来ました。 

・令和５年４月１日より博物館法の一部が改正され、登録要件や登録審査の手続き等の見直しが行

われました。 

 

□後期４年間の取組策定に向けた課題認識 

・地域の自然や景観の変容、地域の産業や暮らし、コミュニティのあり方の変化に加え、少子高齢人

口減少や加速化する技術革新の方向性も視野にいれた対応が求められます。 

・リニア関連事業等により、埋蔵文化財調査が増加しています。 

・座光寺地区や上郷地区で移転する家屋に残された歴史的価値のある資料等が散逸しないよう、住

民への説明を伴う対応が必要です。その一方で、地域の中で保管伝承されてきた資料の寄贈希望が

増えており、収蔵場所の確保を検討する必要があります。 

・伊那谷の自然や文化の継承や保存が一層難しくなっています。現役で就業する年齢が上がってき

ていることや教職員退職後の研究人材の確保が難しくなってきていることも要因の一つと考えま

す。定年延長の実態などを踏まえた柔軟な対応が必要です。 

・コロナ禍での経験を踏まえ、社会教育施設などへ来場されない（できない）市民に対する新たな情

報や学びの提供方法を構築することで、今までにない対象者へのアプローチにつながる可能性が

あります。 

・学園構想の具体化にあたって、それぞれの学園でめざすこども像を明らかにし、その実現に向け、

学校、家庭、地域が連携し一体となって取り組んでいく必要があります。 

・学園としての学校運営協議会を各学園に置き、現状や課題を共有しながら学園としての特色を活

かした学びを進めることを支援します。また、いいだコミュニティスクール協働活動の好事例等を

共有しながら、活動の更なる充実を図る必要があります。 

・高校卒業時に多くの若者が進学等で地域を離れる状況にあります。 

・地域の将来を担う若者たちが高校卒業時までに地域の多様な人と関わりながら、地域を知り理解

を深める体験的な学習活動が重要となります。 

・高校生講座や高校の探究的な学習の機会において、公民館をはじめとする関係機関が高校生と地

域をつなぎ、地域で実践的に学ぶ学習活動を高校生の主体性や協働的な学びを大切にしながら実

施することで、将来的な地域の担い手を育むことが必要です。 

・博物館法の一部改正に対応するため、施設面、運営面において機能を保つための計画的な取組が必

要です。 

・「ムトスぷらざ」などを活用した学習交流の機会など、年間を通して市民が大学の研究者の知見や

大学生の活動に触れる機会をつくることで、大学を身近に感じられる関係性を構築するとともに、

大学と地域が連携・協働して新たな展開を生み出していく事が必要です。 

・社会教育施設の今後の施設のあり方について、教育委員会施設等総合管理計画との整合性を測り

ながら進めていく必要があります。 

・公共施設予約システムの利用促進を進め市民の利便性を高める必要があります。 

・世界や日本の社会のこれからの姿と地域が目指す姿の両面を捉えながら学輪ＩＩＤＡの今後の方

向性を考え、新たな展開の創出につなげていく必要があります。 

教育振興基本計画 中期の取組［令和３年度～令和５年度］の振り返り 

重点目標２ 

・高校生を始めとする若者の学習に大学の探究的な学びの手法を生かすことにより、自らの力で課

題を発見し、解決に向けて取り組むことのできる力を育み、将来の社会を支える人材の育成につな

げていきます。 

 

□課題認識を踏まえた今後の方向性 

・地域資源を活用した学級講座や住民の関心に応える学習や支援を、住民の声に耳を傾け住民の主

体性を大切にしながら推進します。 

・「ムトスぷらざ」における学習交流活動や、ムトスまちづくり活動の支援の充実を通じて、地域に

関心を持ちながら主体的に考え行動できる人材や、可能性を広げられる人材を育みます。 

・美術品の展示と連動したテーマの講座の開催などにより、地域の自然や文化に対する受講者の興

味を広め、理解を深めていきます。また、子供の創造の可能性を高める講座や事業を含め、市民の

主体的な学びに即した取組を充実させるとともに、小・中学校、高校と連携した出前講座など適切

な事業実施に努めます。 

・読書会の魅力を伝える機会の提供や、読書に関して気軽に参加でき、情報交換できる場づくりに努

めます。 

・高校生や若者を対象とした学習講座（ピースゼミ）の開催、公民館を中心とした地域に根ざした平

和学習、人権講座の開催、小中学校の満蒙開拓平和記念館等を活用した平和学習を支援します。 

・キャリア教育を、関係機関が連携しながら幼児期から高等教育期まで系統的な学習活動として展

開することで、ふるさとを心根に、未来の地域の担い手や地域を支える人づくりを目指します。 

・各校の特色や魅力につながる大切な学びである各校が実施するキャリア教育やふるさと学習を引

き続き支援します。 

・学園構想の実現に向け、キャリア教育の位置付けを明確にし、学園の特色を活かした学びを進める

ことをキャリア教育の視点で支援します。 

・各高校の探究学習を、学校の意向や実情を踏まえつつ、関係者が連携しながら地域における実践的

な学びとつなげながら支援することで、高校生のふるさとへの関心や理解を深めます。また、高校

生講座を通じて地域内外での学習や交流から飯田の将来や自身の生き方を考える機会をつくり、

広い視野を持った次代を担う人材を育みます。さらに、在学時に地元企業を知る機会を作り、将来

の企業人材確保に向けて職業選択の一つになるよう取り組みます。 

・高校生など若者が集いやすい「ムトスぷらざ」の利点を活かしつつ、高校生や若者がともに学び交

流しながら具体的な活動や実践につなげていくための取組を支援します。 

・フィールドスタディやワークショップなど高大連携による具体的な取組を展開するとともに、学

習活動に関わった関係者による振り返りや今後の展開について検討する機会をつくります。また、

フィールドスタディを地域における探究的な学びの１つのモデルケースと捉え、そのノウハウを

高校の探究学習に活かせるような検討を進めます。 

・文化財等を活用した歴史文化を学ぶ活動を、出前講座、文化祭展示発表、現地解説案内等で支援す

るとともに、市民等に普及啓発できるようにウェブ等で広く発信します。 

・ウェブサイト「文化財保護いいだ」等を通じて、文化財の見どころの時期を見計らった、旬の情報

を発信します。 

・美術博物館、歴史研究所、公民館、図書館など社会教育機関等が連携し、伊那谷の自然や文化など

飯田の価値や魅力に触れる学習活動や研究活動の支援を、市民の関心やニーズを考慮しながら実

施するとともに、その成果等を積極的に発信します。 

・地域の学びを支える研究団体等との事業開催や活動支援を通じて、地域の自然や文化に関心を持

つ市民の裾野を広げ、次世代の人材育成につなげます。また、伊那谷の自然と文化の調査研究の成

果をもとに地域の魅力や先人の業績、作品の素晴らしさを紹介し、学びにつながる展示を行いま

す。 

・社会教育施設へ来場されない（できない）市民に対する新たな情報や学びの提供方法を検討し、今

までにない対象者へのアプローチを試みます。 

・地域資源となる貴重な史料が散逸しないよう収蔵場所の確保方法などを検討します。 

・考古博物館活用基本方針に基づき、飯田市考古博物館を運営し、市民の学びや研究を支援します。 

・伝統文化や文化財などの保存、継承、活用に向けては、その価値や魅力に触れ親しむ学習活動や研

究活動が重要であり、社会教育機関や地域、保存団体等が連携しながら取り組みます。 
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教育振興基本計画 中期の取組［令和３年度～令和５年度］の振り返り 

重点目標２ 

・地域の魅力を発信する展示や充実した教育普及活動を行うために、長期的な視野で伊那谷の自然

と文化の調査研究を継続します。 

・上村のまつり伝承館天伯は、有効な施設の利活用について検討を進めます。 

・人形浄瑠璃の後継者育成のための普及・啓発活動として、飯田人形浄瑠璃振興会の行う文楽座の学

校での人形実演や解説、ワークショップを支援し、若者に魅力を伝えていきます。 

・遺跡や文化財の魅力や価値を伝える体験学習会、見学会、文化財の旬を伝える情報発信を通じ、文

化財への興味を促し、地域の歴史文化に関心を持つ人材の育成につなげます。また、霜月祭は、保

存会活動の支援、南信州民俗芸能継承推進協議会と連携した後継者育成や魅力の発信に取り組む

とともに、「日本の神楽」としてユネスコ無形文化遺産登録を目指す全国推進団体の活動を保存会

と共に推進します。 

・地域の誇りとなる史跡の価値の顕在化と発信、保存活用に向けて恒川官衙史跡公園の整備を進め

るとともに、確認調査の成果に基づいた追加指定により史跡飯田古墳群の保存を図ります。 

・文化財を観光・交流・学習の場としての活用につなげるため、文化財の案内や発信ができる人材育

成に取り組みます。 

・教育委員会施設等総合管理計画に基づき、各施設の状況を踏まえた整備や改修を、長期的な視点や

施設利用者への影響を考慮しつつ計画的に実施することで、施設の長寿命化や機能向上を図り、利

用者に安全安心に使用いただける環境を形成します。また、日常点検等を通じて修繕が必要な箇所

の早期発見に努め、都度対応します。 

・美術博物館などの収蔵場所不足の解消に向け、収蔵資料の保存条件等を整理して、具体的な収蔵場

所について検討していきます 

・地域に関連した貴重な資料や作品の散逸を防ぎ、保管するための検討を進めます。 

・公共施設の利用者が、公共施設予約システムを効果的に活用することで利便性が高まるよう、公共

施設予約システムを使用していない利用者への丁寧な説明や啓発等を行います。また、文化会館使

用に必要な情報管理について、システム改修を含め、現実的な対応方法を検討します。 

・博物館法への対応について、施設面、運営面における取組を検討します。 

 

50
指定文化財数

の1/4

⑤ 霜月祭・伝統人形芝居の保存会員数 202 199 213 191 現状を維持

④ 地域資源（指定文化財等）の活用件数 32 38 43 54

74.3
前期4年の基準年

H27の数値

小中
県平均以上

高校R4以上

③

人の役に立つ人間になりたいと思う
（小中学校は全国学力・学習状況調査）（％）
地域（社会）と自分のつながりや関係を意識しな
がら、自分の将来について考えることがあります
か（高校生意識調査Ｒ４～）（％）

小6 95.5
（県95.3）
（国95.2）
中3 95.0
（県94.8）
（国94.3）

高　－

小6 95.8
(県 95.9）
（国 95.5）
中3 96.5
(県 95.4）
（国 95.0）

高 －

小6 95.3
(県 95.6）
（国 95.1）
中3 94.9
(県 95.3）
（国 95.0）

高 52.7

小6 96.1
(県 96.2）
（国 95.9）
中3 95.6
(県 94.5）
（国 94.6）

高 54.3

小中
現状を維持

高校R4以上

②

地域や社会をよくするために何をすべきか考える
ことがある(～Ｒ４）
地域や社会をよくするために何かしてみたいと思
いますか(Ｒ５～)
（小中学校は全国学力・学習状況調査）（％）
地域（社会）をよりよくするために、地域課題の
解決に関わりたいと思いますか（高校生意識調査
Ｒ４～）（％）

小6 55.9
(県 57）

（国 54.5）
中3 40.0
(県 43.9）
（国 39.4）

高 －

小6 52.6
(県 57.1）
（国 52.4）
中3 48.4
(県 49.2）
（国 43.8）

高 －

小6 52.3
(県 56.5）
（国 51.3）
中3 39.0
(県 46.0）
（国 40.7）

高 62.0

小6 80.9
(県 81.2）
（国 76.8）
中3 70.8
(県 68.8）
（国 63.9）

高 62.2

⑥
大学の機能を活かした学び
の推進と「大学のあるま
ち」の実現に向けた取組

進
捗
状
況
確
認
指
標

重
要
業
績
評
価
指
標

(

K
P
I

)

指標（単位）
把握方法

基準 進捗 目標

令和２年 令和３年 令和４年

⑥
大学の機能を活かした学び
の推進

⑥
大学の機能を活かした学び
の推進と「大学のあるま
ち」の実現に向けた取組

令和５年 令和６年

①
住んでいる地区や飯田市の自然、歴史、文化等に
誇りや愛着がある人の割合（％）

68.7 69.1 73.5 75.4

飯田の価値と魅力の学びと
発信

③
飯田の価値と魅力の学びと
発信

③
飯田の価値と魅力の学びと
発信

④
伝統文化、文化財の保存・
継承・活用の推進

⑤
社会教育施設の整備、サー
ビス向上

⑤
社会教育施設の整備、サー
ビス向上

⑤
社会教育施設の整備、サー
ビス向上

⑤
社会教育施設の整備、サー
ビス向上

④
伝統文化、文化財の保存・
継承・活用の推進

④
伝統文化、文化財の保存・
継承・活用の推進

④
伝統文化、文化財の保存・
継承・活用の推進

小戦略

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①
住民の主体的な学びあいの
支援

①
住民の主体的な学びあいの
支援

①
住民の主体的な学びあいの
支援

①
住民の主体的な学びあいの
支援

②
子どもの主体性、創造性、
社会性、協調性、課題解決
力などを育む学習の展開

②
子どもの主体性、創造性、
社会性、協調性、課題解決
力などを育む学習の展開

②
子どもの主体性、創造性、
社会性、協調性、課題解決
力などを育む学習の展開

②
子供の主体性、創造性、社
会性、協調性、課題解決力
などを育む学習の展開

③
飯田の価値と魅力の学びと
発信

③

教育振興基本計画　中期計画３年間（令和３年度から令和５年度）の振り返り

重点
目標

重点目標 ４
豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、
飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む

マネジメント
リーダー 教育次長

秦野
高彦

誰もが安全で快適に利用できる社会教育施設の整備やサービスを向上させます。

戦略
（考え
方）

◆ 住民の自治の力を高め、地域の担い手を育むため、住民の主体的な「地域の自然や文化などの地
域資源を生かした学習や地域の課題解決に向けた学習」を支援します。

◆ ＬＧ(地域・地球)飯田教育の理念や地育力を活用した環境学習、ふるさと学習、体験学習等を幼
児期から高校まで体系立て、子どもの主体性、創造性、社会性、協調性、課題解決力などを育
み、多様な自己実現の可能性を広げます。

◆ 飯田の価値と魅力を学び次代に繋げると共に、その素晴らしさを発信します。

◆ 民俗芸能などの伝統文化や恒川官衙遺跡、飯田古墳群、名勝天龍峡などの地域資産を地域の宝と
して守り、発信します。

◆

２

2
8



教育振興基本計画 中期の取組［令和３年度～令和５年度］の振り返り 

重点目標３ 

１ ねらい 
 

・重点目標３のねらいは、市民が主人公となり、心豊かで健康に生きることをめざして、活発に展開さ

れている文化・スポーツ活動を支援するとともに、市民、事業者等と協働して飯田の特徴を活かした

取組を推進することです。 

 

２ ３年間の総括 
 

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことから、文化・スポーツ施設の利用をはじめとして、

様々な文化・スポーツイベントや学習・スポーツ活動が制限された３年間でした。 

・令和５年５月以降、感染症のまん延に対して安全・安心に配慮して事業運営を行うノウハウを活かし

ながら、文化・スポーツの活性化に尽力してきました。 

・概ね、コロナ禍前の状態にまで参加・学習の機会は戻ってきたと認識していますが、スポーツイベン

トへの参加者は大幅に減少したままとなっています。 

・時代のニーズに合った文化・スポーツの機会を提供していくことが必要と認識しています。市民が主

体となる活動を支える環境づくりが引き続き必要です。 

 

３ ３年間の主な取組及び成果 
 

◆ 人形劇の公演・創造活動を楽しみ、その魅力を発信するとともに、「人形劇のまち」を改め

て強くアピールし、国内外との交流を進めます。 
  

 □ 戦略（考え方）の到達点 

  ・コロナ禍により公演の機会や人形劇を通じた国内外との交流は減少しましたが、コロナ禍

でもできる人形劇の魅力の発信を通して、市民に「人形劇のまち」を改めて認識してもら

う機会としました。 

・人形劇の友・友好都市国際協会の会員として、友好都市のフランス、シャルルヴィル・メ

ジェール市との人的交流もあり関係が深まりました。 

 □ 主な取組 

  ・いいだ人形劇フェスタを中止とした年は、市内小中学校に呼びかけ、学校人形劇発表交流

会やコロナ予防に配慮した特別公演を開催し、市民の人形劇に対する機運の高揚につなが

るよう実施しました。 

・年間を通して人形劇を観劇できる、定期公演、公演事業、市内保育園や小学校での巡回公

演を継続的に開催し、「人形劇のまち」を意識できる活動を行いました。 

・人形劇の友・友好都市国際協会（ＡＶＩＡＭＡ）総会への参加、小学生によるシャルルヴ

ィル・メジェール市とのオンライン交流をしました。 

 □ 主な成果 

  ・コロナ禍の影響で人形劇の公演や創造活動を楽しむことへの制限があり、フェスタの中止

や観劇者が減少しましたが、コロナ禍でもできる取組を継続して行い、徐々に観劇者数が

戻りつつあります。 

・龍江小学校の児童が、シャルルヴィル・メジェール市の小学校とのオンライン交流を通じ

て、海外の文化を学ぶとともに龍江地区の地域の魅力を再発見することができました。 

 

◆ 多様な文化芸術の鑑賞機会や文化芸術活動の取組の充実を進めます。 
  

 □ 戦略（考え方）の到達点 

  ・菱田春草展の開催、春草マンスリーでの春草に親しむ取組、現代の創造展、長野県美術展

飯田会場では、市民と協働した展覧会を開催し、鑑賞機会や文化芸術活動の充実につなが

りました。 

・コロナ禍や工事休館の影響で活動の休止や縮小はあったものの、菱田春草を常設する施設

として展示を充実させ、市民と協働する展覧会を活気あるものにすることができました。 

教育振興基本計画 中期の取組［令和３年度～令和５年度］の振り返り 

重点目標３ 

 □ 主な取組 

  ・美術博物館開館以来の大規模な菱田春草展として、《黒き猫》をはじめとする重要文化財

３点を含む菱田春草の代表作品による没後 110 年記念菱田春草展を開催し、コロナ禍に

ありながら、感染対策を講じて全会期を終了することができました。また、この展覧会で

は、圏域の小中学生を対象として、事前学習（見どころ動画の配信）、鑑賞学習（展覧会

場での鑑賞）、事後学習（鑑賞作文コンクール）を実施し、春草を学ぶ機会を設けました。 

・菱田春草展を契機に、春草ウィーク、マンスリーを設けて、春草に親しむ期間と位置付け、

ウォーキングや鑑賞学習等を行いました。 

・現代の創造展の展示改革を継続し、コロナ禍でギャラリートークは中止になりましたが、

若手作家が運営に積極的に参加する活気ある展覧会を開催しました。この経験を活かし、

長野県美術展覧会飯田会場においても、美術館と作家が協働した展覧会を行いました。 

・京阪神－東海－伊那谷の５つの美術館を巡回する新たな試みとして、飯田出身者を含む気

鋭の作家 20 人が伊那谷を訪れた経験をもとに作品を制作した、特別展「美術と風土－ア

ーティストが触れた伊那谷展」を開催しました。 

 □ 主な成果 

  ・菱田春草展では、春草生誕地として春草芸術を発信することができ、市民が春草芸術、生

き方に触れる機会を持つことができました。 

・春草マンスリーの取組により、春草の特別展が行われない年も持続的な顕彰を行えるよう

にしました。 

・現代の創造展では、市民による実行委員会と美術博物館とが協働して課題に向き合い、飯

田独自の美術発信を行う展覧会として定着し、長野県美術展覧会飯田会場で美術館と出品

作家が協働し、新しい展示方法を取り入れた会場を作ることにつながりました。 

・「美術と風土－アーティストが触れた伊那谷展」では、これまで展示する機会が少なかっ

た現代作家の作品を展示し、現代の多様な表現を市民が鑑賞することができました。 

 

◆ 飯田市の文化芸術活動の拠点施設としての新文化会館の建て替えに向けた検討を進めます。 
  

 □ 戦略（考え方）の到達点 

  ・令和６年３月に「新しい文化会館の整備に関する基本構想」を策定し、新文化会館の建て

替えに向けた検討が進みました。 

 □ 主な取組 

  ・市民公募による委員を含む 19 人での新文化会館整備検討委員会を設置し、基本構想づく

りを進めました。 

・市民の声を基本構想に反映できるよう、市民ワークショップ、利用者団体との意見交換、

基本構想素案に関するパブリックコメントを実施しました。 

・検討会議等の様子を広く市民の皆さんへ周知できるよう、定期的にニュースレターを発行

するなど広報活動を実施しました。 

 □ 主な成果 

  ・「新しい文化会館の整備に関する基本構想」を策定したことによって、新しい文化会館の

将来の姿と進むべき方向性が明確になりました。 

・ニュースレターの発行、広報いいだ、ウェブサイトを活用して広報活動を行ったことによ

って、建て替えに向けた検討の様子を広く市民の皆さんに周知することができました。 

 

◆ 市民の様々なスポーツ活動を支援し、発信するとともに、スポーツや運動習慣の定着と、ス

ポーツを通じたコミュニティづくりを進めます。また、飯田市の特徴を活かしたスポーツイ

ベントを開催します。 
  

 □ 戦略（考え方）の到達点 

  ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、やまびこマーチや風越登山マラソン、各地区

でのスポーツ事業が制限されることがありましたが、市民参加の実行委員会やスポーツ推

進委員を中心に、安全・安心に配慮した大会運営ができました。 
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教育振興基本計画 中期の取組［令和３年度～令和５年度］の振り返り 

重点目標３ 

・スポーツや運動習慣の定着やスポーツを通じたコミュニティづくりについては、コロナ禍

からの復元がゆるやかであり、さらなる啓発等の取組が必要と認識しています。 

・やまびこマーチや風越登山マラソンなどの当市の特徴ともいえるスポーツイベントにつ

いてはコロナ禍前の参加者数になってきており、盛大に開催できました。 

 □ 主な取組 

  ・コロナ禍での各種事業を、受付方法や会場レイアウト等運営上の工夫をし、実施しました。 

・スポーツ推進委員協議会では、コロナ禍でも在宅でできるストレッチや親子運動等の情報

を提供しました。 

・やまびこマーチ、風越登山マラソン大会、各地区主催のスポーツ大会などを安全・安心に

配慮して開催しました。 

 □ 主な成果 

  ・各種事業においては、実行委員会を中心に安全・安心な大会運営について十分議論するこ

とができました。 

・だれでも手軽に親しむことができるボッチャの普及にスポーツ推進委員や公民館委員と

ともに取り組みました。 

・やまびこマーチや風越登山マラソンなどのスポーツイベントについてはコロナ禍前の参

加者数になりました。 

 

◆ トップアスリートの指導やプレーに触れる機会、スポーツ指導者の育成などを通じて、競技

スポーツ人口を拡大し競技志向を高めます。また、地域でトップアスリートを育てることが

できる取組を目指します。 
  

 □ 戦略（考え方）の到達点 

  ・飯田市スポーツ協会や民間団体が主催するスポーツイベントを通じて、市民の競技スポー

ツへの関心を高めることができました。 

・地域で選手を育成することで全国大会において入賞できる選手を輩出できました。 

 □ 主な取組 

  ・飯田市スポーツ協会と連携して元日本代表選手などを招いてボールゲームフェスタを開

催し、子供が一流選手のプレーに触れる機会を提供しました。 

・信濃グランセローズや各競技団体と連携し、試合観戦やイベントを開催しました。 

・各競技団体に対して指導者育成講習会を開催しました。 

・トップアスリートを育てるため、各競技団体の選手育成への支援を行いました。 

 □ 主な成果 

  ・一流選手のプレーに触れることで、子供の夢を育むとともに、市民の競技スポーツへの関

心を高めることができました。 

・試合観戦やイベントにコロナ禍前の来場者を得ることができました。 

・国体では全国優勝する選手や中学校体育連盟全国大会で入賞者を輩出することができま

した。 

 

◆ 全市型競技別スポーツスクールなど中学生期におけるスポーツの多様な選択肢を充実しま

す。 
  

 □ 戦略（考え方）の到達点 

  ・学校部活動の地域クラブ活動への移行を見据えて、生徒のニーズに応じた活動の場を飯田

市スポーツ協会等の団体と連携して提供しました。 

 □ 主な取組 

  ・全市型競技別スポーツスクールは、競技力向上スクールに加え、体験型や出張型など、生

徒のニーズに応じて実施しました。 

・関係団体との連携による中学生期の文化芸術・スポーツ活動連携協議会を設置・開催し、

地域における文化芸術・スポーツ環境の充実に向けた検討を始めました。 

 

教育振興基本計画 中期の取組［令和３年度～令和５年度］の振り返り 

重点目標３ 

 □ 主な成果 

  ・競技団体や地区の実状により競技の選択肢は減ったものの、参加する生徒数は増加しまし

た。 

・飯田市スポーツ協会との連携により全市型競技別スポーツスクールを実施することで、今

後の部活動の地域移行に向けて、中学生の活動の場を広げることができました。 

 

◆ 誰もが安全で快適に利用できるスポーツ施設の整備やサービスを向上させます。 
  

 □ 戦略（考え方）の到達点 

  ・いつでもどの施設でも市民がスポーツ施設を安全で快適に利用できるために、予算の範囲

内で計画的に体育施設の改修を行いました。 

・利用者の予約に関する負担を軽減するため、オンラインで予約手続きができるようシステ

ムの導入を行い、予約しやすい環境が実現しました。 

 □ 主な取組 

  ・市民がスポーツ施設を安全で快適に利用できるよう、必要な修繕を行ったほか、施設や設

備の長寿命化を図るため、武道館や鼎体育館の屋根外壁工事、飯田運動公園プールの競泳

自動審判器を更新しました。また、環境改善として、社会体育施設と学校開放体育施設の

トイレの洋式化等の改修を実施しました。 

・体育館等のスポーツ施設の空き状況の確認、利用申込みをインターネットで実施できるよ

う、令和４年 10 月からオンライン予約システムを導入し運用を開始しました。 

 □ 主な成果 

  ・日常的な施設の維持管理、競技技団体からの要望や教育委員会施設等総合管理計画に基づ

き施設の改修等を進め、施設の安全性や利用環境が向上しました。 

・トイレの洋式化等の改修については、計画通りに進捗しており、利用環境の向上を図るこ

とができました。 

・オンライン予約システムの導入により、空き状況の確認、利用申込みがリアルタイムで可

能になるなど、利用者の利便性が向上しました。 

 

４ 環境変化及び後期４年間の取組策定に向けた課題認識と今後の方向性 
 

 □重点目標を取り巻く環境変化 

・少子化や新型コロナウイルス感染症の影響を受け、各種事業への参加が減少しています。 

・地域の文化芸術活動やスポーツ活動を支える人材が高齢化してきており、次世代へ継承していくこ

とが必要です。 

・国や県から、学校部活動の地域クラブ活動への移行についてのガイドラインが示されました。 

 

□後期４年間の取組策定に向けた課題認識 

・多様化社会の中でいろいろな世代が人形劇に親しむ機会を提供していくことが必要です。 

・菱田春草については、記念年のみならず、日常的に、その芸術性と画業や生き方に触れられる機会を

設け、常設展示の充実や春草マンスリー・ウィークなどの取組を継続する必要があります。 

・菱田春草のみならず地域ゆかりの芸術家を調査研究し、作品に触れる機会を設けて、市民が地域で培

われた芸術文化に親しめるようにする必要があります。 

・地域などで制作活動を行う作家が作品を発表する場を提供する必要があります。 

・市民が生涯にわたってスポーツに親しむことができる環境づくりが求められています。 

・国県からの部活動地域移行の提言を踏まえ、学校と地域が一体となって取り組むことで、これからの

時代の「豊かな文化芸術・スポーツ環境を創造」していくことが求められています。 

 

□課題認識を踏まえた今後の方向性 

・フェスタ 50 周年に向けて今後のあり方を検討していく必要があります。 

・表現の多様化への対応を行い、地域の創造性を高める市民の発表の場として、現代の創造展を市民と

の協働により開催することを継続します。 
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教育振興基本計画 中期の取組［令和３年度～令和５年度］の振り返り 

重点目標３ 

・継続的な調査研究によって菱田春草の常設展示内容の向上に努め、訪れる誰もが出身地である飯田

で春草芸術を鑑賞し、学び、感動を得ることができるようにしていく必要があります。 

・美術館において、市民が今見たい展覧会や現代美術を展示する機会を設け、市民の新しい創造を支援

する場を構築していきます。 

・市民主体の実行委員体制を充実させ、多くの市民がスポーツに触れる機会を提供するとともに、スポ

ーツ習慣の定着に取り組みます。 

・生涯にわたってスポーツに親しむことができる環境づくりをめざした飯田市スポーツ推進計画第３

次改定版を策定します。 

・令和８年度末を目途に休日の学校部活動の地域クラブ活動への移行を見据えて、部活動地域移行に

係る推進計画を策定します。 

50⑧
運動・スポーツをする以外に、見たり、大会運営
等に関わっている人の割合（％）※R4新規

- 48.1 49.8 54.4

全国値以上
（R1:43.8)

⑦ 全市型競技別スポーツスクールの種目数 13 15 16 15 16

⑥
子供の体力・運動能力調査におけるＡ・Ｂの割合
（％）

38.5
(R1)

36.8 31.5 35.2

8,000

⑤
成人の週１回以上運動・スポーツに親しむ人の割
合(％)※市民意識調査

48.3 51.6 50.4 53.9
53

(R1全国平均)

④
社会教育団体（文化・芸術・芸能活動）申請登録
会員延べ数(人)

7,692 7,277 6,998 6,505

500

15

③

文化活動を１回以上行っている人の割合（％）
※市民意識調査による。音楽、演劇、映画、文
学、茶道などの活動・鑑賞を年１回以上行った人
の割合

42.2 36.3 49.4 59.1 50

② 人形劇を通じて交流した国内外の交流数（回） 3 3 7 5

⑦
スポーツ施設の整備、サー
ビス向上

進
捗
状
況
確
認
指
標

重
要
業
績
評
価
指
標

(

K
P
I

)

指標（単位）
把握方法

基準 進捗 目標

令和２年 令和３年 令和４年

⑦
スポーツ施設の整備、サー
ビス向上

⑦
スポーツ施設の整備、サー
ビス向上

⑦
スポーツ施設の整備、サー
ビス向上

令和５年 令和６年

① 市内で上演した人形劇公演数 16 146 49 412

⑤
競技スポーツ人口の拡大と
競技志向の向上

⑥
中学生期の多様なスポーツ
環境の充実

⑥
中学生期の多様なスポーツ
環境の充実

⑥
学校部活動の地域移行を見
据えた体制づくり

⑥
学校部活動の地域クラブへ
の移行を見据えた体制づく
り

⑤
競技スポーツ人口の拡大と
競技志向の向上

⑤
競技スポーツ人口の拡大と
競技志向の向上

⑤
競技スポーツ人口の拡大と
競技志向の向上

③
新たな文化芸術活動の拠点
づくり

④
市民のスポーツ活動・コ
ミュニティづくりの支援、
スポーツイベントの開催

④
市民のスポーツ活動・コ
ミュニティづくりの支援、
スポーツイベントの開催

④
市民のスポーツ活動・コ
ミュニティづくりの支援、
スポーツイベントの開催

④
市民のスポーツ活動・コ
ミュニティづくりの支援、
スポーツイベントの開催

③
新たな文化芸術活動の拠点
づくり

③
新たな文化芸術活動の拠点
づくり

③
新たな文化芸術活動の拠点
づくり

文化・芸術の鑑賞や市民の
主体的な文化芸術活動の展
開を支援

②
文化・芸術の鑑賞や市民の
主体的な文化芸術活動の展
開を支援

②
文化・芸術の鑑賞や市民の
主体的な文化芸術活動の展
開を支援

①
「人形劇のまちづくり」の
推進

①
「人形劇のまちづくり」の
推進

①
「人形劇のまちづくり」の
推進

◆ 全市型競技別スポーツスクールなど中学生期におけるスポーツの多様な選択肢を充実します。

◆ 誰もが安全で快適に利用できるスポーツ施設の整備やサービスを向上させます。

小戦略

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

戦略
（考え
方）

◆ 人形劇の公演・創造活動を楽しみ、その魅力を発信するとともに、「人形劇のまち」を改めて強
くアピールし、国内外との交流を進めます。

◆ 多様な文化芸術の鑑賞機会や文化芸術活動の取組の充実を進めます。

◆ 飯田市の文化芸術活動の拠点施設としての新文化会館の建て替えに向けた検討を進めます。

◆ 市民の様々なスポーツ活動を支援し、発信するとともに、スポーツや運動習慣の定着と、スポー
ツを通じたコミュニティづくりを進めます。また、飯田市の特徴を活かしたスポーツイベントを
開催します。

◆

①
「人形劇のまちづくり」の
推進

②
文化・芸術の鑑賞や市民の
主体的な文化芸術活動の展
開を支援

②

教育振興基本計画　中期計画３年間（令和３年度から令和５年度）の振り返り

重点
目標

重点目標 ５
文化・スポーツを通じて人と地域の輝き・うるおいをつく
る

マネジメント
リーダー 教育次長

秦野
高彦

トップアスリートの指導やプレーに触れる機会、スポーツ指導者の育成などを通じて、競技ス
ポーツ人口を拡大し競技志向を高めます。また、地域でトップアスリートを育てることができる
取組を目指します。

３
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